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第３章　プロジェクトの内容

３－１　プロジェクトの概要

（１）上位目標とプロジェクト目標

ガンビア国は国家開発計画「Vision� 2020」において、水産セクターを国民への動物性

蛋白質供給源、雇用の創出源、外貨の獲得源として有望なセクターとして位置付けている。

同国家開発計画を受けた水産分野戦略計画においては、国民への食糧供給改善のための水

産物有効利用が開発指針の一つに掲げられている。更に、上記開発指針を受け、同水産分

野戦略計画において設定された計画目標には、漁港・製氷・冷蔵施設等の水産インフラの

整備、水産物供給システムと流通ネットワークの整備、水産施設・漁業機材の維持管理体

制の確立が含まれている。

国民への動物性蛋白質供給を賄う魚種ボンガの水揚げを担う海面零細漁業分野の主た

る水揚場しては、グンジュール水揚場、タンジ水揚場、バカウ水揚場がある。バカウ水揚

場、タンジ水揚場においては、我が国の無償資金協力により関連施設・機材の整備が行わ

れた結果、水揚魚のポストハーベストロスの状況改善は進みつつある。しかし、その他の

水揚場では水産インフラが未整備の状況にあり、同国最大の水揚量を誇るグンジュール水

揚場を中心とした南コンボ地区では、ポストハーベストロス率が約 30%に至っている（市

場までの輸送中に約 15～20%、販売中に約 10～15%）。また、グンジュール水揚場では、

薫製魚・塩干魚の加工生産・物流施設の不足・老朽化、漁業活動支援施設の不足、漁船・

漁具等の不足から、水揚魚が有効に利用されていない状況にある。

こうした南コンボ地区での海面零細漁業にかかる課題を解決するため、同国政府の南

コンボ地区水産振興計画は、グンジュール水揚場において流通・加工・漁業関連施設・機

材の整備を行い、併せて南コンボ地区内のカルトン水揚場、サンヤン水揚場への支援を行

うことを目標とするものである。この中で本プロジェクトは、グンジュール水揚場からの

鮮魚流通品のポストハーベストロスを現状の 30%から 15%に低減し、併せて薫製魚・塩

干魚の加工生産・物流体制の改善、現状必要とされる零細漁業活動支援施設の整備、カヌ

ー漁船操業の整備を行うことを目標としている。

（２）プロジェクトの概要

本プロジェクトは、上記目標を達成するために、鮮魚流通支援施設・機材の整備、薫

製・塩干加工・物流支援施設の整備、零細漁業活動支援施設の整備、カヌー漁船操業維持

支援機材の整備、漁業・流通機材維持管理体制の強化を行うともに、漁業組合活動の強化、
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水揚魚鮮度改善体制の確立を図ることとしている。これにより、下記事項の改善が期待さ

れている。

・南コンボ地区での円滑な零細漁業操業の確保

・水揚量の維持

・鮮魚・加工品としての水揚魚の利用形態

・鮮魚流通品のポストハーベストロスの軽減

・水揚魚の有効利用

・国民への動物性蛋白質供給促進

協力対象事業は以下に示す施設建設と機材調達を行うものである。

　施設：製氷・貯氷施設、冷蔵施設、荷捌場、運営管理施設、薫製小屋、塩干魚倉庫、

漁民トイレ・シャワー、漁具倉庫、ワークショップ、発電設備、給水設備、燃

料タンク等

　機材：魚箱、冷蔵車、運搬車両、漁労機材（FRP カヌー漁船、船外機、網漁具）、

修理工具等

３－２� 協力対象事業の基本設計

３－２—１　設計方針

（１）基本方針

　本プロジェクトで対象とする事業内容毎に、以下に協力対象範囲の検討を行う。

１）鮮魚流通支援施設・機材の整備について

現在、南コンボ地区の水揚場には製氷・冷蔵施設はなく、水揚された鮮魚は魚体を冷

却することなく首都圏市場や内陸市場に配送され、市場内で販売されている。このため、

配送中、販売中に鮮度低下による商品の破棄（ポストハーベストロス）が生じている。特

に、水揚魚の８割以上を占める魚種ボンガでは鮮度低下が著しい。また、早朝や夜間に水

揚げされた魚類を配送開始までの間、冷却保管する手段もなく、この間での鮮度低下を防

げない状況にもある。更に、数百 km の配送距離となる内陸市場流通においては、配送

中の冷却保管が必要とされている。

こうした状況に対しては、水揚魚に施氷を行ったり冷却保管する方法が、魚体温度の

低下による鮮度の維持を促進することに効果的である。因みに、本基本設計現地調査時の

ベースライン調査において、施氷をしたボンガ鮮魚と施氷をしないボンガ鮮魚に対して、



3-3

ORP（酸化還元電位）値の測定をもって鮮度の変化を比較測定したが、測定結果は鮮度

維持にかかる氷による冷却の効用を実証している。

従って、鮮魚流通支援施設・機材の整備に関しては、下記に示すコンポーネントを協

力対象範囲に含めることが妥当であると判断される。

A）製氷・貯氷施設

南コンボ地区（グンジュール水揚場、サンヤン水揚場、カルトン水揚場）から鮮魚流

通される水揚魚を対象に施氷を行うための製氷・貯氷施設を整備し、ポストハーベストロ

スの軽減を図る。施氷率（魚の重量に対する施氷の重量比）については、バカウ水揚場、

タンジ水揚場での施氷の実態、利用者の施氷費用負担能力を勘案すると、本プロジェクト

においては施氷率 0.5 を採用するのが現実的であると判断される。

B）冷蔵施設

　水揚げの時間帯は早朝、午後 2～6 時、夜間に行われるが、特に午後 5 時以降の水揚魚

は翌日の出荷に回されるため、この間の鮮度低下はその後のポストハーベストロスに大き

な影響を与えている。このため、水揚げから配送までの間に鮮魚を冷却保管する冷蔵施設

をグンジュール水揚場に整備することは、ポストハーベストロスの軽減に効果を及ぼす。

C）荷捌場

　鮮魚流通品の取扱いでは、鮮魚を水揚浜での取引に使用される魚篭から流通に使用され

る魚箱に詰め替える作業が必要となる。この作業の際、水揚魚を洗浄することは細菌等に

よる鮮度低下を抑制する効果をもたらす。かかる作業を行うための荷捌場を製氷施設に隣

接して設けることは、ポストハーベストロスの軽減に効果を及ぼす。

D）冷蔵車

ガンビア国の内陸市場でも鮮魚に対する需要が高いが、製氷施設や冷蔵車の不足から

内陸市場への国内水揚魚の鮮魚流通は伸び悩んでおり、魚価が高いにもかかわらずセネガ

ルからの鮮魚流通品が消費されている現状にある。一方、グンジュール水揚場からも毎日

数トンの鮮魚が冷却措置を施さずに内陸市場に出荷されている。しかしながら、内陸市場

は沿岸部から 100～400km の地域に点在しており、鮮魚流通品の配送には 3～4 日が必

要であるため、輸送中のポストハーベストロスが激しく、必要とされる量の鮮魚輸送が図

られていない。かかる配送では、施氷のみで鮮度維持を図ることは難しく、配送中に鮮魚

を低温保管できる冷蔵車が必要とされる。
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E）魚箱

ガンビア国では水揚魚の取扱いで魚箱の使用が慣習化してきているが、輸入品である

ため数量が不足している。魚箱としては、水揚魚を収納する小型の魚箱と氷や施氷魚を収

納する中型の保冷魚箱が必要とされている。必要とされる魚箱を整備することにより、本

プロジェクトにおいて目指している鮮魚流通システムの改善が効果的に行われると考える。

小型魚箱としては、冷蔵施設内保管用、冷蔵車内保管用をそれぞれ配備し、保冷魚箱とし

ては、グンジュール水揚場・サンヤン水揚場・カルトン水揚場での氷の一時保管用、冷蔵

車配送での荷降拠点での施氷魚保管用をそれぞれ配備することが妥当と判断される。しか

しながら、首都圏市場鮮魚流通用として要請されている魚箱については、不特定多数者に

対し外部に貸し出される運用となり、確実な運用管理が行えないことが考えられるので、

協力対象範囲から除外することが適切と考えられる。

F）運搬車両

サンヤン水揚場、カルトン水揚場に対しては、グンジュール水揚場から氷を定期的に供

給し、それらの水揚場での鮮魚流通品のポストハーベストロスを軽減することが本プロジ

ェクトの考え方である。このための氷運搬用の運搬車両が必要となる。

また、グンジュール水揚場から首都圏内の小規模市場へ鮮魚が小売人によって配送され

ているが、同水揚場では公共交通機関は利用できない状況にあり、これら小規模市場への

交通手段は主要市場への交通手段と比較して限られている。このため、小規模市場での鮮

魚需要に応じた配送が困難となっている。こうした状況を改善するため、首都圏内でグン

ジュール水揚場に比較的近い場所に立地している小規模市場への鮮魚配送を支援するため

の運搬車両が必要とされている。但し、鮮魚運搬の用途としては、一般の運搬車両よりも

保冷車の方が仕様として適切と考えられるので、上記Ｄ）冷蔵車の項目に含めてグレード

等の検討を行うことが適切と考えられる。

２）薫製・塩干加工・物流支援施設の整備について

現在、南コンボ地区での水揚魚の約３割は薫製魚、約１割は塩干魚として、水揚場で

加工され、首都圏市場や内陸市場に配送され、市場内で販売されている。同国の流通環境

が未整備のため水揚魚すべてを鮮魚流通に仕向できないこと、特に薫製魚は趣向品として

の市場価値があることがその理由である。このため、薫製魚・塩干魚は、いまだ暫く水揚

魚の有効な利用方法を担うと考えられる。しかしながら、グンジュール水揚場では、薫製

施設は十数年前の建設のため老朽化が著しい状況（480 個の薫製釜の内、23 個が破損し

ており使用不能、約 100 個が数年内に破損し使用不能になる）にあり、釜から薫煙が漏

れ易いため木材燃焼効率が悪い。また、施設の軒高が低いため薫煙が充満し易く、加工者

の健康を脅かしている。薫製加工については、燃料としてマングローブ等の木材を使用し
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ていることから、同国の自然環境に対する悪影響も懸念されている。

塩干設備については塩干魚を保管する適切な施設がなく、椰子の葉葺きの小屋で雨露

を凌げず保管するか、製品を自宅に持ち帰って保管している。

上記の背景から、薫製加工は今だ暫く重要な水揚魚の利用方法であるが、製氷施設の

整備により鮮魚の供給量の増加が見込まれることから、薫製加工対象となっている水揚魚

が徐々に鮮魚流通品に転用されていく方向性にあるとも判断され、本プロジェクトでの薫

製施設整備は最小限の水準に留めることが適切と考えられる。また、塩干加工における現

状の製品保管状態は悪く、改善が必要な状況にあると考えられる。

従って、薫製・塩干加工・物流支援施設の整備に関しては、下記に示すコンポーネン

トを協力対象範囲に含めることが妥当であると判断される。

A）薫製小屋

整備の内容を最小限の水準に留めるという観点では、現状使用不可能となっている 23

基の薫製釜を補填することに相当する１棟の薫製小屋の整備のみを行うことが適切である。

また、薫煙の充満に関しては、施設の軒高を高くし排煙窓を設ける方法である程度の改善

が可能であるが、薫製作業の性質上、完璧な排煙を行うことはできない。

B）塩干魚倉庫

塩干魚製品は、月に 1～2 回、大型トラック（5～10 トン車）で積み出しを行っている

現状にあるが、こうした積み出しサイクルに準じた塩干魚倉庫の整備を行う必要があると

判断される。

３）零細漁業活動支援施設の整備について

グンジュール水揚場では、零細漁業活動を支援する様々な施設が整備されてきたが、

施設整備の不足や老朽化により現状の漁業活動規模に応じられなくなってきている。漁具

倉庫と漁民トイレ・シャワーがそれである。漁具倉庫は、船外機や漁具を収納するもので、

漁民にとって最も重要な水揚場の陸上施設である。グンジュール水揚場では現在 99 室の

漁具倉庫がある。これら総ての漁具倉庫は利用されているが、今だ数量不足であり、船外

機等を自宅に持ち帰えらざるを得ない漁民もいる。また、既存の漁民トイレは 2 室しか

利用できず、施設・浄化槽の老朽化が激しく不衛生な状況にあり、漁民シャワーがないた

め労働後の汗を流すことが出来ないでいる。

水産業においては漁民こそが最も過酷な労働に従事していながら、国民への動物性蛋

白質供給の源泉たる魚類を収穫してくる当事者であることを勘案すれば、漁民の円滑な漁

業活動を支援する施設の整備を行う必要性は高いと判断する。

従って、零細漁業活動支援施設の整備に関しては、下記に示すコンポーネントを協力



3-6

対象範囲に含めることが妥当であると判断される。

A）漁具倉庫

グンジュール水揚場での現状の零細漁業活動で必要でありながら、数量が不足してい

る漁具倉庫の整備を行うことが妥当と判断される。

B）漁民トイレ・シャワー

現状の漁民トイレは、衛生面でも施設老朽面でも今後の用途に値するものではない。

グンジュール水揚場での現状の零細漁業活動に応じた適切な規模の漁民トイレ・シャワー

の整備を行うことが妥当と判断される。

４）運営管理施設

グンジュール水揚場の薫製施設等の既存施設は、16 名の構成員から成るグンジュール

水産センター運営委員会によって運営されてきた。既存施設内に 20� m2 程度の事務所と

会議室が各 1 室あるが、通気・採光も悪く、数名の管理要員の事務に利用できるのみで

ある。このため、同委員会の定例会議も、塩干魚の積出し等で利用されている屋外スペー

スで行っている状況にある。プロジェクト実施後は既存の事務所と会議室は資材倉庫に転

用される計画である。

一方、本プロジェクトの運営はグンジュール水産センター運営組織体が行う。同組織

体は、中央委員会（34 名）、副中央委員会（14 名）、運営管理委員会（27 名）から構

成される（但し、各委員には重複がある）。従って、運営管理施設に関しては、下記に示

すコンポーネントを協力対象範囲に含めることが妥当であると判断される。

A）事務室

グンジュール水揚場に常駐して管理運営の実務に従事する運営管理委員会（3 名の管理

者と 24 名の運営要員で構成）が実務を行う事務室で、一般事務室と製氷作業等の作業控

室に分けて整備を行うことが妥当と判断される。

B）会議室兼指導訓練室

通常の運営管理業務の他には、中央委員会や副中央委員会の構成員を含めた運営会議

が月例、臨時で開催される。この他、漁民、加工者に対して定期的な訓練指導が行われる。

訓練指導の内容は、漁船操業での安全指導、船外機・漁具の維持管理改善指導、水揚魚鮮

度向上指導、水産加工での衛生管理指導等である。かかる定例会議と訓練指導のための部

屋は、日常的な利用が前提のものでないため、共用を考慮した整備を行うことが妥当と判
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断される。

５）付帯設備

上記施設の運用に関して、下記に示す付帯設備を協力対象範囲に含めることが妥当で

あると判断される。

A）発電設備

　グンジュール水揚場には公共電力は給電されておらず、今後の給電の目途もたっていな

い。また、同国の水揚場施設では一般にディーゼル発電設備で給電を行っている。従って、

本プロジェクトで整備される施設の運営を対象としたディーゼル発電設備を配備すること

が妥当と判断される。

B）給水設備

グンジュール水揚場の既存の風車井戸は、水質、水量の面で本プロジェクトの用途に

適さない。このため、ガンビア政府は、グンジュール水揚場から約 2.2� km の地点に深井

戸を試掘し、水源を確保した。同水源は、水質、水量の面で本プロジェクトの用途に適す

ると判断される。本プロジェクトの目標の 1 つに施氷体制を整備し鮮魚流通を支援する

ことがある。こうした点に鑑み、グンジュール水揚場から 2.2� km といえども、この地点

からグンジュール水揚場への給水を行うために、水源での取水装置、高架水槽、水揚場へ

の給水管敷設を整備することが妥当と判断される。

C）燃料タンク

カヌー漁船用船外機で使用される潤滑油混入ガソリンの保管用とディーゼル発電設備

用の燃油保管用に分かれる。グンジュール水揚場では潤滑油混入ガソリン用タンクが未整

備であるため、ドラム缶に収容したものを倉庫内に保管しており、火災事故が発生する等

の危険な保管状況にある。グンジュール水揚場での現状の零細漁業活動に応じた適当な規

模の潤滑油混入ガソリン用タンクの整備が必要と判断される。ディーゼル発電設備用の燃

油保管用タンクは、同設備の円滑な運用を確保するため必要と判断される。これらの燃油

はバンジュールから 10 トン容量のタンクローリーで運搬されるため、給油作業を勘案し

たタンク容量の検討が必要である。

６）カヌー漁船操業維持支援機材の整備について

　グンジュール水揚場での零細漁業は、木造のカヌー漁船を船外機で運航し網漁具を利用

して行われている。木造カヌー漁船の寿命は 5 年程度、船外機と網漁具の寿命は 3 年程

度とされており、水揚量の現状維持を図るためには定期的な漁船建造、船外機・網漁具の
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調達を行う必要がある。一方、漁船建造用木材は近隣国からの輸入に頼っている。近隣国

での木材資源不足等により入手難、価格高騰の状況であり、グンジュール水揚場での木造

カヌー漁船建造は困難に直面している。また、先進国からの輸入に頼らざるを得ない船外

機、網漁具は、関連輸入事業の未発達、輸入に必要な外貨手当の困難等から数量が不足し

ている。このため、近隣国からの密輸による調達も行われている状況にある。こうした状

況に関して、グンジュール水揚場でのカヌー漁船、船外機、網漁具の機材調達を協力対象

範囲に含めることは、同水揚場での水揚量の現状維持を図り、ひいては国民への動物性蛋

白質供給の維持を図ることに貢献する。また、カヌー漁船に関しては、木造漁船より寿命

が長く操業での安全性も高い FRP 漁船を導入することが、今後の操業の安定化のために

寄与すると判断される。

しかしながら、協力対象とする機材の運用に関しては、下記の点が重要な前提条件と

なる。

A）FRP カヌー漁船、船外機、網漁具は、我が国の水産無償資金協力システム下における

見返り資金積立対象機材であるため、ガンビア政府は、所定期限内に該当機材の FOB

価格の 2/3 に相当する見返り資金の積立を完了する義務が生じる。尚、上記所定期間

は原則としては E/N 締結後 4 年間であるが、該当機材の耐用年数等を考慮すると、本

プロジェクトにおける所定期限は FRP 漁船については７年間と、また、船外機・網漁

具については 4 年間と設定することが適切であると判断される。この点を鑑み、ガン

ビア政府は、適切な見返り資金積立計画（財源、積立システム等）を立案する必要があ

り、積立実績を毎年、日本国政府に報告する必要がある。更に、見返り資金の利用は積

立修了後に限定され、見返り資金を利用する際は、日本政府と事前使途協議を行う必要

がある。

B）我が国の無償資金協力システムでは、見返り資金積立対象機材は利用者に売却される

ことが最も適切な運用形態であると考えられている。FRP カヌー漁船、船外機、網漁

具の運用については、かかる我が国の考え方も念頭に置き、ガンビア政府が適切な運用

形態を採用することが望まれる。

７）漁業・流通機材維持管理体制の強化について

グンジュール水揚場での零細漁業活動を維持するためには、カヌー漁船操業で利用さ

れる船外機の保守修理を的確に行うことが肝要である。同水揚場では、この用途に適する

施設も機材も未整備の状況にあり、船外機の保守ができない状況にあり、故障の際にはバ

ンジュール市内まで船外機を移送している。このため、船外機の寿命を短くさせており、

カヌー漁船操業の安定化を脅かしている。また、本プロジェクトで整備される製氷・冷蔵
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施設、発電設備、車両等についても、日常的な保守を的確に行うことが施設の継続的な活

用や維持管理費の低減をもたらす。従って、かかる機材の修理保守作業を行うためのワー

クショップと修理工具を協力対象範囲に含めることが妥当であると判断される。但し、修

理保守作業の主たる対象は船外機であり、製氷・冷蔵施設、発電設備、車両等に関する修

理保守作業は必要最小限の水準に留めることが現実的と判断する。

（２）自然条件に対する方針

１）高温多湿の気象条件なので、自然の通風を利用した換気、直射日光に対する遮光等を

十分に考慮した設計とする。

２）プロジェクト・サイトは海岸に面しているため、潮風の影響を受けるので、金属等の

錆に対して十分に配慮した設計とする。

３）プロジェクト・サイトへは、土地が陸側台地から緩やかなスロープを形成している。

このため、雨水排水に対しては、敷地内の処理のみでなく、敷地外からの表面流水に

よる施設への影響にかかる対策が必要である。従って、敷地外周に擁壁を設け、流水

が自然に敷地外へ排水されるような経路を考慮した計画とする。

４）荷捌場や漁民トイレ・シャワー等からの廃棄物や排水等により、沿岸が汚染されない

よう十分に配慮した設計とする。

５）プロジェクト・サイト周辺の海岸における波浪状況に関する聞き取り調査によると、

プロジェクト施設建設位置における洗掘等の恐れは少ないと考えられる。

施設の設計に係る自然条件の設定値

気象条件：　気　温　　　　最高　36℃　　　最低　15℃

　　　　　　風　速　　　　40m/秒

　　　　　　地　震　　　　水平震度 0.1

地盤条件：　設計用地耐力　長期　0.1�MPa　　短期　0.2�Mpa

（３）社会経済条件に対する方針

プロジェクト・サイトは、漁業・流通・加工の３種類の活動が輻輳的に行われている零

細漁業水揚場である。これら漁業者、流通業者、加工従事者は、魚類を取り扱ってそれぞ

れの生計を支える点で共栄共存を図る集団でもあるが、時にその利害が対立することもあ

る。こうした事態に対する最良の対処方法として、ガンビアでは関係者間での話し合いの

機会を十分にもつことが慣習化されている。漁業者、流通業者、加工従事者等の様々な関

係者がいる水揚場での話し合いは数十名の規模になることも多い。バカウ、タンジ案件で

もこうした規模の会議がもたれてきており、本プロジェクトの運営組織体においても同様
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である。海難事故等が発生することがある漁労活動においては、日々の協調意識は重要な

ことでもある。本プロジェクトの実施に関しては、かかる社会経済的特性を考慮すること

が必要と考えられる。

（４）建設事情に対する方針

　建 築 物 の 設 計 等 に 関 し て 、 ガ ン ビ ア 国 に は 開 発 規 制 法 （ Development� Control

Regulations,� 1995）がある。同規制法では、構造設計については基本的には英国の基準

に準拠することとしているが、技術的に確立された他国の基準の準用も可能となっており、

過去の我が国の無償資金協力案件でも日本の関連基準が採用されていることが多い。従っ

て、本プロジェクトの施設設計にあたっては、日本の基準を準用する方針とする。

機材調達に関しては、浮子、沈子等の網漁具の構成資材を除き、対象コンポーネントと

なる機材は、いずれもガンビア国では一般的に販売されておらず、これらを取り扱う代理

店も少なく、現地での調達は困難である。従って、性能の確保、納期の確実性等を考慮し、

日本国製品の調達を基本方針とする。

諸規則に関しては、ガンビア国には製氷設備等の冷凍機器に関する規則がないので、

日本国内で適用されている法規に準拠する。また、発電設備及び電気設備に関しては、電

圧、周波数及びコンセント等については現地の基準に準拠し、その他は日本の国内基準に

基づいて設計を行う。

本プロジェクトでの設計に関して準拠する主な基準を以下にまとめる。

・鉄筋コンクリート構造計算基準 （社）日本建築学会

　・鋼構造設計基準 （社）日本建築学会

　・建築基礎構造設計指針 （社）日本建築学会

　・建築工事共通仕様書 （社）営繕協会

・日本工業規格（JIS） （財）日本規格協会

・高圧ガス保安法 （財）高圧ガス保安協会

　

（５）現地業者の活用に係る方針

　ガンビア国の地元建設業者は中小規模の業者が多く、大規模、或いは特殊な土木・建設

工事はセネガル国や他の外国の業者が工事を請負っていることが多い。一方、土工事、コ

ンクリート工事等の一般的な工事については地元の建設業者でも十分な施工能力がある。

従って、製氷・貯氷施設、冷蔵施設等の特殊設備以外の一般工事等については、同国の建

設業者がサブ・コントラクターとして活用されるよう、現地で一般的な工法の選択が可能
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となるような配慮をする。

（６）実施機関の運営・維持管理能力に対する対応方針

グンジュール水揚場の現状施設を運営・維持管理しているのはグンジュール運営委員

会であり、これまで１７年間の間、使用料徴収による薫製施設、漁具倉庫等の施設管理と

水揚場での漁業・流通活動の調整業務に従事してきた。このため、水揚場漁業関連施設運

営にかかる要員管理、料金徴収、漁業関係者間での利害調整等についての基本的な経験が

あると判断される。本プロジェクトの実施においては、同委員会は、組織整備されるグン

ジュール運営組織体の管理組織の要となる副中央委員会に吸収される形態となる。従って、

同委員会のこれまでの経験が本プロジェクト実施においても活かされると考えられる。

本プロジェクトの施設・機材の運用は、上記グンジュール運営組織体において副中央

委員会の傘下に組織される運営管理委員会（3 名）と運営ユニットの要員（２4 名）によ

って行われる。運営ユニットに対しては、現場での管理運営を適切に実施し、技術面での

運営を的確に行うため、製氷・冷蔵施設、冷蔵車、ワークショップ等の運営にかかる計 3

名の管理者と技師を水産局から派遣する計画である。水産局では、上記の施設・機材の運

用に従事してきており、我が国での技術研修等を通じて、関連技師の養成も進めてきてい

る。

本プロジェクト施設・機材の運営、運用、維持管理に関しては、上記の運営体制で十

分な対応が図れると判断され、本プロジェクトに関連するソフトコンポーネントの検討の

必要はないものと考えられる。しかしながら、本プロジェクトを契機に確立が望まれる鮮

度改善モニタリング体制、冷凍機保守整備等にかかる我が国での技術研修を支援すること

は必要と判断される。また、過去の類似案件であるバカウ、タンジ案件が円滑に実施され

ている背景には、我が国が関連する専門家を派遣してきたことも大きな要因となっており、

今後も関連専門家を継続的に派遣することが適切であると考えられる。

（７）施設、機材等のグレードの設定に係る方針

［１］規模設定の基本条件

規模の算定は、2000 年度の統計資料及び現地調査結果に基づいて行う。また、年間運

営日数は 365 日とする。
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⒜� 南コンボ地区年間水揚量

　表３－１　水揚場別年間水揚量（2000 年）　　　　（単位：トン）

水揚場名 ボンガ その他 総水揚量

グンジュール 7,741 1,766 9,507

サンヤン 1,268 415 1,683

カルトン 71 563 634

合　計 9,080 2,744 11,824

⒝� 水揚魚の利用配分状況

　表３－２　魚種別利用配分　　　　 （単位：トン／年）

水揚場名 魚種 利用配分

ボンガ 鮮魚流通 4,645 有効流通量 3,948

7,741 ロス(15%) 697

薫製原魚 2,322

塩干原魚 774

その他 鮮魚流通 1,148 有効流通量 976

1,766 ロス(15%) 172

薫製原魚 88

グンジュール

塩干原魚 530

ボンガ 鮮魚流通 761 有効流通量 590

ロス（22.5%) 171

薫製原魚 380

1,268

塩干原魚 127

その他 鮮魚流通 270 有効流通量 209

ロス（22.5%) 61

薫製原魚 21

サンヤン

415

塩干原魚 124

全体 鮮魚流通 412 有効流通量 319

ロス（22.5%) 93

薫製原魚 32

カルトン 634

塩干原魚 190

全水揚量 鮮魚流通 7,236 有効流通量 6,042

ロス 1,194

薫製原魚 2,843

南コンボ

地区全体
11,824

塩干原魚 1,745

　備考：ポストハーベストロスの比率は、プロジェクト実施後の状況を示している。
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［２］各コンポーネントにかかる規模・グレードの検討

１）鮮魚流通支援施設・機材

Ａ）製氷・貯氷施設

（ⅰ）製氷機

南 コ ン ボ 地 区 に お い て 鮮 魚 流 通 へ 仕 向 け さ れ る 水 揚 魚 を 対 象 と し た 各 水 揚 場 で の

施氷の必要量は、施氷率 0.5 に基づいて以下のように算定される。

グンジュール　5,793 ﾄﾝ／年÷365 日×0.5＝7.94� ﾄﾝ／日

サンヤン　　　1,031 ﾄﾝ／年÷365 日×0.5＝1.41� ﾄﾝ／日

カルトン　　　� � 412 ﾄﾝ／年÷365 日×0.5＝0.56� ﾄﾝ／日 � � �

　　　� 　　　計� � 9.91 ﾄﾝ／日

　但し、 サンヤン水 揚場にはタ ンジ水揚場 より 1 日 1 トンの氷が 供給される 計画が

あるので、その分を差し引く。従って、施氷の必要量は 1 日当たり 8.91 ﾄﾝとなる。

これ に対 し、必 要製 氷能力 の算定 につ いては 、製 氷機の 整備 のため の運転 休止 、荒

天時 等の水 揚量減 少に応 じた生 産調整 、氷解ロ ス等を 考慮し た実稼 働率を 勘案す る必

要 が あ る 。 80％ 程 度 の 実 稼 働 率 が 想 定 さ れ る こ と も あ る が 、 本 プ ロ ジ ェ ク ト で は 高

い 施 設 利用 度 を 期 す るた め 、 実 稼 働率 を 90％ と 設定 し 、 必 要 な製 氷 能 力 の 算定 を 行

う。

必要となる製氷能力＝8.91 ﾄﾝ／日÷0.9＝9.9≒10 ﾄﾝ／日

　製氷 機の台 数は、 盛漁期 と不漁 期の需 要の変 動に対 応して 経済的 な運転 を行え るよ

うに 日産５ﾄﾝ能力 の製氷機 を２台 を備え 、併せて 整備休 止期間及 び突発 的故障発 生時

等にも備えることとする。

（ⅱ）� 貯氷庫

貯氷庫は 、製氷機の日産 能力の 2～3 日 分の容量で設計さ れることが多い 。しかし

なが ら、南 コンボ 地区で は年間 を通じ て概ね漁 が行わ れてお り、氷 は連日 出庫さ れる

の で 、 比 較 的 小 用 量 の 貯 氷 庫 で 役 目 を 果 た す と 考 え ら れ る 。 一 方 、 水 揚 げ が 午 前 6

時～9 時頃、午後 4 時～7 時頃に集中し、氷の需要もこの時間帯に集中するため、氷

の 在 庫 を 持 つ 必 要 も ある 。 か か る 諸 点 を 勘 案 し 、 生 産 能 力 の 2 日 分 の 貯 氷 容 量 を 備

えた貯氷庫とする。また、貯氷庫は製氷機の分割に合わせて 2 室の分室とする。



3-14

　必要貯氷量＝10 ﾄﾝ／日×2 日分＝20 ﾄﾝ　（10 ﾄﾝ容量×2 室）

Ｂ）冷蔵施設

　グンジュール水揚場での鮮魚仕向量は年間 5,793 ﾄﾝ、1 日当り平均として 15.87 ﾄ

ﾝである。水揚げの比率は早朝 25%、午後 2 時～6 時 50％、6 時以降から夜間にかけ

て 25%と な っ て い る 。 早 朝 水 揚 魚 の 多 く は 、 午 前 中 に 首 都 圏 市 場 へ 出 荷 さ れ る 。 午

後 2 時～6 時の水揚魚の多くはその日に出荷されるが、5 時以降の水揚魚の殆どは内

陸流 通に配 分され たり、 翌日の 首都圏 流通に配 分され る。特 に、盛 漁日の 午後の 水揚

魚 の 大 半 と 通 常 時 の 午後 5 時 以 降 の 水 揚 魚 は 翌 朝 の 出 荷 と な るた め 、 ポ ス ト ハ ー ベ

ストロスの発生を抑えるためには、出荷まで冷却保管する施設が必要となる。従って、

冷 蔵 庫 の必 要 容 量 は 午 後 5 時 以 降 の 水 揚 魚を 対 象 と し て 規模 算 定 し 、 2 室に 分 割 し

日々の変動に対応した運用を行えるように計画する。

また 、鮮 度維 持効果 を高 めるた め、 入庫 に際し 魚体 温を冷 蔵温 度域 まで下 げる ため

に施 氷を行 うこと を前提 とし、 庫内温 度の設定 は、通 常の氷 蔵保管 の庫内 温度で ある

－5℃～0℃とする。

　鮮魚保管量＝15.87 ﾄﾝ×35%＝5.55≒5.6 ﾄﾝ／日（午後 5 時～6 時の水揚量は全体の 10％とした）

　施氷量＝5.6 ﾄﾝ×0.5＝2.8 ﾄﾝ／日

　保管量合計＝5.6 ﾄﾝ＋2.8 ﾄﾝ＝8.4 ﾄﾝ／日（4.2 ﾄﾝ×2 室）

庫 内 で の 積 付 け は 、 出 入 庫 の 作 業 効 率 、 魚 体 の 損 傷 防 止 、 保 冷 効 果 等 を 考 慮 す る

と、 魚箱に よる積 重ね方 式が適 切であ り、本プ ロジェ クトで もこの 方式を 採用す る。

バカ ウ水揚 場、タ ンジ水 揚場で 利用さ れている 魚箱は 、容積 、仕様 とも評 判が良 く、

本プ ロジェ クトで も類似 魚箱を 採用す ることが 適切と 考えら れる。 この魚 箱の容 積は

約 60 ﾘｯﾀｰであり、施氷魚を収納する場合のかさ比は 0.55kg／ﾘｯﾀｰとなっており、1

箱に 33kg の施氷魚の収納が可能となる。魚箱の積重ね方法は、作業効率と安全性を

考慮すると、6 段積み（6 箱の積重ね高さは 1.2m となる）が適切であると考えられ

る。 必要と なる魚 箱数を 算出し 、通路 を勘案し 、魚箱 を上記 の方法 で庫内 に積付 ける

割振りを検討した結果、図３－１に示す規模の冷蔵施設が必要と算定された。

　　魚箱収納量＝60 ﾘｯﾀｰ×0.55kg／ﾘｰｯﾀｰ＝33kg／箱（鮮魚 22kg＋氷 11kg）

　　必要魚箱数＝8,400kg÷33kg＝255 箱� � （128 箱／室＋127 箱／室）

　　積重ね組数＝128 箱÷6 段≒22 組

　　庫内有効高さ＝2.2m
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No.19

No.20

No.21
No.22

（内寸）

1室当りの積付け状況

（内寸）

4.3m

図 ３ － １ 　 冷 蔵 施 設 内 魚 箱 積 付 け 要 領

Ｃ）荷捌場

本プ ロジ ェク トの 荷捌 場で は、 浜か ら魚 篭によ り運 ばれ てく る水 揚魚 を水 で洗 浄し

て魚 箱に詰 め替え ており 、その 後、魚 箱へ氷が 施され る。そ のため 、製氷 施設に 隣接

する場所に洗浄設備を付帯するスペースとして荷捌場を計画する。

水揚 げの集 中する午 後 2～ 6 時を 対象に 洗浄設備 の必要 数等を 検討する 。この 時間

帯に水揚げされ、鮮魚流通に仕向される量は平均約 7.9 ﾄﾝ（15.87 ﾄﾝ×50％）である。

ボンガ漁船 1 隻当りの水揚量は約 1 ﾄﾝであるので、これは約 8 隻分に相当する。こ

れより、平均的には 30 分に 1 回（4 時間÷8 隻）の水揚サイクルとみられ、30 分間

で水 揚魚の 洗浄、 詰め替 え、施 氷が行 える洗浄 設備数 と作業 スペー スが必 要とな る。

水揚 げに利 用され る魚 篭には 約 30kg の 魚が収 納され ており 、1 回の水 揚げで 約 33

個（1,000kg÷30kg）の魚篭 が荷捌場に持ち込まれる。これを、 2 回転で作業するこ

と とす る 。従 っ て、 15 分 間で 16 個の 魚 篭を 取 り扱 う こと に な る。 バ カウ 水 揚場 で

の同様な作業の流れをみると、詰め替え（約 110 尾の魚）に約 10 分間、施氷に数分

間を要してお り、15 分間で全ての作業を 終了するためには 3 分間程 度で洗浄を終え

る必要がある。従って、16 個の魚篭の水揚魚に対しては、5 個所（16 個÷3 分間）

の洗 浄設備 が必要 となる 。詰め 替え作 業に必要 となる スペー スにつ いては 、図３ －２

に 示 す よう に 、 16 個 の魚 篭 と 魚 箱 の間 で の 作 業 スペ ー ス を 割 振り 、 必 要 面 積を 算 定

した。
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図 ３ － ２ 　 荷 捌 場 で の 作 業 ス ペ ー ス の 割 り 振 り

Ｄ）冷蔵車

（ⅰ）冷蔵車

⒜� 配送量

冷蔵車の運用については、内陸への配送拠点の周辺 10km 以内に居住する者の 50％

に 対 し 首 都 圏 で の 鮮 魚 消 費 量 （ 12.7kg／ 人 ・ 年 ） と 同 程 度 の 鮮 魚 を 配 送 す る こ と を

目的としている。これに従って、1 回当りの配送量を算定した結果を表３－３に示す。

1 回当りの配送量約 3 ﾄﾝは、既存の配送業者が採算の取れるとしている量とも一致し

ている。従って、1 回当りの配送量を約 3 ﾄﾝとする。

表 ３ － ３ 　 内 陸 向 け 鮮 魚 の 配 送 量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

配 送 拠 点 ｼﾊﾞﾉｰﾙ ｳﾞｲｱﾑ ﾎﾞﾝﾀﾞﾘ

ｼﾞｮﾗ

ｿﾏ ｼﾞｮｰｼﾞ

ﾀｳﾝ

ﾊﾞｾ 合 　 計

居 住 人 口 （ 人 ） 6,397 5,739 3,925 19,001 98,523 39,285 172,870

鮮 魚 配 送 量 （ kg/日 ） 111 100 68 331 1,714 683 3,007

配送においては、冷蔵車への積み込み・積付け作業の効率向上、魚体の損傷軽減、

保冷 効果の 維持を 考慮し て、タ ンジ案 件同様に 魚箱に よる積 み付け 方法を 採用す る。

また 、数日 間での 配送と なるた め施氷 状態での 配送を 考慮す る。魚 箱は冷 蔵施設 で利

用され るものと 同仕様と する。こ れらに基 づき、1 台当りの 冷蔵車に 必要とな る魚箱

数と冷蔵車の規模を求めると以下の如くとなる。

魚箱数＝138 個（3007kg÷22kg（魚の収納量）／箱＝136.7 により、137 個に配

送量調整用の空箱 1 箱を加え、138 個とする。）
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冷蔵車の仕様：搭載重量約 5 ﾄﾝ、エンジン出力約 180 馬力、

　　　　　　　全長　約 7m

　　　　　　　荷室（内寸法）全長約 5.0m×全幅約 2.0m×全高約 2.0m

⒝冷蔵車の必要台数

グン ジュ ール 水揚 場よ りの 距離 、荷 下し 作業時 間を 考慮 した 冷蔵 車に よる 配送 計画

を表３－４に示すが、1 回の配送に 3 日間を必要とする。

表 ３ － ４ 　 冷 蔵 車 に よ る 配 送 計 画

第1日目 第2日目 第３日目

⑫保守・整備�15:00-17:00

　　翌日運行準備

⑨�帰路走行

　　ソマ－ｸﾞﾝｼﾞｭｰﾙ

　　　�����������08:00-12:30

⑩�魚箱積下し

⑪　洗車　����13:30-15:00

⑤�輸送　　　�08:00-10:00

�　　ｼﾞｮｰｼﾞﾀｳﾝ－バセ

　　　　　　　（荷下し）

　　配送�バセ�10:00-11:00

⑥�庫内清掃　�11:00-11:30

⑦�帰路�バセ－ソマ

　　　　���������12:00-17:00

⑧�宿泊�ソマ

①�積込　　　�06:00-07:00

②�輸送　　　�07:10-09:30

③�配送　　　　（荷下し）

　�ｼﾊﾞﾉｰﾙ��������09:30-09:40

　�ｳﾞｨｱﾑ����������10:10-10:20

　�ﾎﾞﾝﾀﾞﾘｼﾞｮﾗ�10:50-11:00

　�ｿﾏ���������������11:40-12:10

　�ｼﾞｮｰｼﾞﾀｳﾝ���15:30-16:30

④�宿泊　ｼﾞｮｰｼﾞﾀｳﾝ

また、表３－５に 3 台の冷蔵車による配送サイクルを示す。冷蔵車の保守・整備、

運転手の休息のため、2 回の配送に 1 回の割合で整備日を確保している。この配送サ

イ ク ル に よ る と 、 実 際に は 週 に 1 日 の 割 合 で 配 送 拠 点 に は 鮮 魚が 配 送 さ れ な い こ と

になる。即ち、1 日平均でみれば約 2.57 ﾄﾝ（3 ﾄﾝ×6 日÷7 日）、対象者 1 人当り消

費 量と し て は 10.9kg／ 人 ・年 の 鮮 魚が 配 送 され る こと と な る。 内 陸 部で の 鮮 魚消 費

量は 一般的 には首 都圏よ り少な いこと が多いこ とを勘 案すれ ば、上 記の配 送量で も本

プ ロ ジ ェ ク ト の 目 指 す改 善 を 十 分 行 え る と 考 え る 。 従 っ て 、 冷蔵 車 の 数 量 は 3 台 と

する。
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表 ３ － ５ 　 冷 蔵 車 の 配 送 サ イ ク ル

No.1

No.2

No.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

休

：往路 ：配送 ：帰路

休

休休 休

休 休 休

（ⅱ）保冷車

バス 等の 公共 交通 機関 が得 られ ない 首都 圏の小 規模 市場 への 鮮魚 の配 送を 支援 する

ため の運搬 車両が 要請さ れてい るが、 鮮魚運搬 の目的 として は一般 車両よ り保冷 車の

仕様 が適し ている ため、 この項 で検討 する。首 都圏近 郊には 幹線道 路で結 ばれて いな

いた め、鮮 魚の需 要があ りなが ら流通 が行き届 かない 小規模 な市場 が多数 存在し てい

る。 一方 、グ ンジ ュー ル水 揚場 は幹 線道路 から 約 2.5km 離れ てお り、 上記 小市 場へ

向か うバス 等の公 共交通 機関は 得られ ず、民間 の乗合 自動車 も不定 期にし か訪れ ない

状況 である 。主要 市場へ の交通 手段と 比較する と、特 に、こ れら小 規模市 場への 交通

手段 が非常 に限ら れてい る。保 冷車の 使用目的 は、こ のよう な幹線 道路か ら離れ て位

置する小規模市場への鮮魚の配送を支援することである。

⒜鮮魚の配送量

グンジュール水揚場から首都圏小規模市場への鮮魚の配送では、幹線道路から離れ、

グン ジュ ール 水揚 場の 流通 圏内 にあ る表 ２－ ６に 示す 市場 で活 動す る仲 卸人 を対 象と

して、水揚時間帯に併せ１日２回（午前 1 回、午後 1 回）の運行を計画する。

１回の配送量＝仲卸人 1 人当り 300kg（鮮魚 200kg＋氷 100kg）×2 人＝600kg

1 年間の鮮魚配送量＝（200kg×2 人）×2 往復×365 日＝292 ﾄﾝ／年

表 ３ － ６ 　 保 冷 車 の 鮮 魚 配 送 の 対 象 と な る 小 規 模 市 場 と 周 辺 人 口 　　（単位：人）

北 コ ン ボ 地 区 市 場 人 口 中 央 ・ 南 コ ン ボ 地 区 市 場 人 口

Yumdum 3,540 Jambajelly 9,983

Farato 2,935 Jamburr 2,666

Dasilameh 1,988 Kembujeh 1,988

Kitty 1,714

8,463 16,351

備 考 ： 鮮 魚 配 送 の 対 象 人 口 は 24,814 人 、 年 間 供 給 量 は 292 ﾄﾝで あ り 、

　 　 　 1 人 当 り 年 間 消 費 分 11.8kg に 相 当 す る 鮮 魚 を 配 送 す る こ と に な る 。
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⒝車両配送サイクル：

　　午前：グンジュール　⇔　中央・南コンボ地区

　　　午後：グンジュール　⇔　北コンボ地区

　保冷車の寸法は下記の如くとなる。

　　　保冷車の仕様：搭載重量約 1 ﾄﾝ、エンジン出力約 100 馬力、

　　　　　　　　　全長　約　4m

　　　　　　　　　荷室（内寸法）全長約 2.8m×全幅約 1.6m×全高約 1.8m

Ｅ）魚箱

（ⅰ）魚箱

既述 の如 く魚箱 の用 途は冷 蔵施設 内保 管用、 冷蔵 車の庫 内積 付け用 であり 、必 要数

は以下の如くとなる。

・冷蔵施設用　　255 個

・冷蔵車用　　　1 台当り 138 個、3 台分、　138 個×3 台＝414 個

　　　魚箱必要数＝255 個＋414 個＝669 個

（ⅱ）保冷魚箱

　保冷 魚箱の 用途は 、グン ジュー ル水揚 場での 氷の仮 置き用 、サン ヤン、 カルト ン水

揚場 での氷 保管用 、冷蔵 車によ る内陸 配送拠点 での施 氷魚保 管用で ある。 氷の仮 置き

用は 、少量 の氷を 販売す る際に 貯氷庫 の扉を開 閉する と庫内 温度が 上昇す るので 、こ

れを 防ぐ目 的で貯 氷庫前 に配備 するも ので、タ ンジ水 揚場で も同様 の方法 で氷が 販売

され ている 。保冷 魚箱の 仕様は 、氷等 の収納作 業、内 部清掃 の容易 さを考 慮して 、タ

ンジ案件と同様の 500 ﾘｯﾀｰ容量の機材とするのが適切と考えられる。この箱には氷・

魚が 275kg� （500 ﾘｯﾀｰ×0.55kg／ﾘｯﾀ）ー収納できる。この収納量等を参考に必要数

を算出する。

⒜氷の保管用の必要数

　グンジュール水揚場 ：2 個（小口氷販売用として 550kg を仮置く） 　　�

サンヤン水揚場　　 ：1 個（1 日 2 回転）（必要量 420kg／日、氷 250kg を 10kg 袋にして収納）

　カルトン水揚場　　 ：1 個（1 日 2 回転）（必要量 560kg／日、氷 250kg を 10kg 袋にして収納）

　上記 2 ヵ所の水揚場への氷の配送用：2 個

⒝配送拠点での施氷魚の保管に必要となる数

配送拠点への配送量と必要箱数を表３－７に示す。
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表 ３ － ７ 　 保 冷 魚 箱 の 必 要 数

配送拠点 ｼﾊﾞﾉｰﾙ ｳﾞｲｱﾑ ﾎﾞﾝﾀﾞﾘ

ｼﾞｮﾗ

ｿﾏ ｼﾞｮｰｼﾞ

ﾀｳﾝ

ﾊﾞｾ 合　計

鮮魚配送量(kg/日) 111 100 68 331 1,714 683 3,007

施氷量（kg） 56 50 34 166 857 342 1,505

保管量(kg/日) 167 150 102 497 2,571 1,025 4,512

保冷魚箱必要数 1 1 1 2 10 4 19

　従って、合計 25 個（氷保管用 4 個＋氷配送用 2 個＋内陸輸送拠点用 19 個）の保

冷魚箱が必要と算出される。

Ｆ）運搬車両

運搬 車両 の使 用目 的は 、グ ンジ ュー ル水 揚場か らサ ンヤ ン水 揚場 、カ ルト ン水 揚場

への氷の配送である。路面の悪い道路を走行することを考慮して 4 輪駆動の仕様が必

要となる。また、溶氷を抑制するために幌の設置が必要となる。

　氷の輸送量は、サンヤン水揚場、カルトン水揚場での 1 日当たりの施氷の必要量よ

り算定する。

　・サンヤン水揚場　需要 420kg／日：保冷魚箱２箱分：１箱／配送×2 往復（約 1.5 時間／1 往復）

　・カルトン水揚場　需要 560kg／日：保冷魚箱２箱分：１箱／配送×2 往復（約 1.5 時間／1 往復）

　

　また 、各 水揚 場で の水 揚は 午前 と午 後に 分か れて いる が、 保冷 魚箱 内の 氷は 長時 間

の保冷では溶けてしまうので、水揚時間帯に合わせて氷を運搬することが必要である。

　運搬車両運行サイクル：

午前：グンジュール⇔サンヤン、グンジュール⇔カルトン

午後：グンジュール⇔サンヤン、グンジュール⇔カルトン

Ｇ）ORP 計測器

　施氷に よる鮮度 改善状況 をモニタ リングする ため、ORP 計測器 1 式を水産 局内の

品質管理室に備えることとする。

２）薫製・塩干加工・物流支援施設

Ａ）薫製小屋

　整備対象とする薫製釜 23 基は、既存の薫製小屋 1 棟分の規模に相当する。既存の

薫製 小屋に ついて は、施 設の設 置方位 は海岸線 に対し て平行 なもの 、直角 なもの と 2

種類 に大別 される が、薫 製釜の 配置等 の平面レ イアウ トは各 棟共通 してお り、ま た、
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既存 施設に おける 薫製釜 の配置 につい ての機能 的な不 備は見 られな い。従 って、 平面

計画 につ いては 、既 存の薫 製小 屋（約 9m× 約 24m） に倣 うもの とし 、小屋 内部 への

薫煙 充満の 問題に 関して は、自 然通風 によって 排煙機 能を作 用させ るため 、主に 軒高

や壁 面等で の開口 等につ いて図 ３－３ に示すよ うな工 夫する 等、風 向に対 する断 面計

画の検討に配慮する。また、整備必要数は 23 基であるが、既存施設は 1 棟当り 24 基

の薫 製釜を 備える のを標 準とし ている ので、 本施設 でも 24 基の釜 を備え ること とす

る。

OUT

IN

薫製釜

IN

雨の吹込可能性範囲

OUT

薫製釜

雨の吹込可能性範囲

雨の吹込可能性範囲雨の吹込可能性範囲

図 3－ ３ 　 薫 製 小 屋 で の 通 気 方 法

Ｂ）塩干魚倉庫

塩干魚製 品は、原料魚と の比較において 、重量で約 20％の 仕上りとなる。 グンジュ

ー ル 水 揚 場 で は、 小 型 ト ラ ッ ク 等 で 小 口 に塩 干 魚 を 荷 出 し す る こ と もあ る が 、 大 型 ト

ラック（10 ﾄﾝ車等） で大量に荷出しすることが多い。塩干魚の 価格が低いため大量輸

送しないと運搬費が合わないためである。大型トラックは、概ね 2 週間に 1 度の頻度

で グン ジ ュ ール 水 揚 場を 訪 れて い る が、 塩 干 魚製 品 の 積込 量 約 10 ﾄﾝは、 原 魚 換算 量

として約 50 ﾄﾝ（10 ﾄﾝ÷0.2＝50 ﾄﾝ）であり、これは同水揚場での 2 週間における平

均加工量約 59 ﾄﾝ（1,304 ﾄﾝ÷44 週×2 週）とも釣り合いのとれた量となっている。

従 っ て 、 本 プ ロジ ェ ク ト で は 、 大 型 ト ラ ック の 来 訪 に 合 わ せ た 製 品 管理 を 考 慮 し た 塩

干魚倉庫を整備することが妥当と考える。

　　　・塩干魚の比重　 ：　0.85（原料魚の比重）×0.2＝0.17

　　　・塩干魚 10 ﾄﾝの容積 ：　10 ﾄﾝ÷0.17＝58.8m3

　　　・必要収容容積　　　 ：　58.8÷0.6（積付率）＝98�m3

　・必要倉庫面積　　　 ：　98� ÷1.5m（積付高）＝65m2

上記 の必要 規模に対 して、 保管製 品の盗 難防止等 を考慮 し、8 室に分散 するこ とが

適切 と考え る。ま た、積 出し時 の製品 包装、荷 積作業 のスペ ースを 倉庫前 面に確 保す

る必要がある。
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３）零細漁業活動支援施設

Ａ）漁具倉庫

グンジュー ル水揚場における 2000 年におけるカヌ ー漁船の操業状態 に対して、

現状の施設規模（99 室）では不足となる状況を考慮し、追加必要数の検討を行う。

下表に示すように、2000 年では 8 カ月間において漁具倉庫の不足が生じた。

2000 年 の グ ン ジ ュ ー ル 水 揚 で の 月 別 漁 船 稼 働 数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ 単 位 ： 隻 ）

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

漁 船 稼 働 数 174 174 174 133 119 76 62 53 58 101 109 106

倉 庫 不 足 数 75 75 75 34 20 充 足 充 足 充 足 充 足 2 10 7

各月 の不 足数 の平 均値 を求 める と約 37 室 （298÷8＝37.25）と なる が、 これ を

参考に 追加必要 数を 36 室 （施設構造 より偶数 室が望まれ る）とす ると、年 間では

9 カ月間で不足状態が解消され、不足の著しい 1～3 月においても約 5 割の不足が

解消されることになり、適切な追加必要数であると判断される。また 36 室を 1 棟

の建 屋に納 めると施 設構造 が細長 くなり すぎるた め、2 棟に分 散するこ とが適 切と

考えられる。従って、18 室収納の漁具倉庫 2 棟が必要と考えられる。

Ｂ）漁民トイレ・シャワー

（ⅰ）漁民トイレ

漁 民 ト イ レ の 主 な 利 用 対 象 者 は 、 薫 製 加 工 者 、 塩 干 加 工 者 、 漁 船 乗 組 員 、 流 通 業

者で あるが 、漁船 乗組員 、流通 業者に ついては 計画地 に滞在 する時 間が限 られて いる

ため 、器具 数算定 にあた っては 、常時 の利用者 となる 薫製加 工者、 塩干加 工者を 対象

とす ること が適切 と考え られる 。従っ て、算定 上の利 用対象 者とし て表３ －８に 示す

利用者区分を設定する。

　表 ３ － ８ 　 漁 民 ト イ レ の 利 用 対 象 者　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

対象利用者区分 男 女 合計

薫製加工者 97 50 147

塩干加工者 50 163 213

合　　　計 147 213 360

　衛生 器具数 につい ては、 日本空 気調和 ・衛生 工学会 で推奨 してい る算定 法を用 い、

トイ レの利 用形態 （任意 利用形 ）が類 似する事 務所の 事例の 到着率 を参考 に必要 数を

算定する。算定結果は表３－９に示す如くである。
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　 表 ３ － ９ � ト イ レ の 利 用 形 態 と 衛 生 器 具 必 要 数

到着率 占有時間（秒） 待ち時間の

評価尺度

算定数

男子大便器 0.130 300 レベル２ 4

男子小便器 0.600 30 レベル２ 3

男子洗面器 0.700 20 レベル２ 3

女 子 便 器 0.600 90 レベル３ 5

女子洗面器 1.000 30 レベル２ 4

備考：到着率の単位は [人 /分 ・ 100 人 ]。 レ ベ ル １ は 待 ち 時 間 殆 ど な し の 状 態 、 　 レ ベ

ル ２ は 標 準 状 態 、 レ ベ ル ３ は 1 人 分 占 有 時 間 待 ち （ 最 低 限 ） の 状 態 を 示 す 。

　従って、漁民トイレは下記を備えた施設とする。

男子便所：大便器 4 個、小便器 3 個、洗面器 3 個

女子便所：女子便器 5 個、洗面器 4 個

（ⅱ）漁民シャワー

漁 民 シ ャ ワ ー の シ ャ ワ ー 栓 設 置 数 に つ い て は 、 カ ヌ ー 漁 船 の 乗 組 員 を 主 な 利 用 対

象者 とし、 待ち時 間の評 価尺度 レベル ２として 算定す る。利 用対象 者数は 下記の 如く

となる。

　利用対象者数＝漁船数(112 隻)×�乗組員数(8 人）×�利用日数(22 日/月）)×利用率（0.5）＝328 人

こ れ に 対 し て 、 シ ャ ワー の 占 有 時 間 を 8 分 間 、 利 用 集 中 時 間 帯を 漁 船 の 帰 港 が 集 中

する午前、午後の計 6 時間とすると、下記の如く算定される。

レベル 1 の待ち時間なしの場合、

　　　シャワー栓数＝[328� 人×8 分／(6� 時間×� 60� 分)]＝7.29　となる。

一方、男子洗面器の器具数算定においてはレベル 2 の標準状態の場合には、待ち時

間なしの場合の数量の 3／4 となるため、これを参考値とし器具数を算定すると、

　　　シャワー栓数＝7.29×3/4� ＝5.47　を得る。

従って、漁民シャワーはシャワー栓を 5 個備えた施設とする。

４）運営管理施設

Ａ）事務室

　製氷 ・貯氷 施設、 冷蔵施 設、荷 捌場は 管理運 営上、 同一の 建物内 に配置 するこ とが

適切と考えられるが、この建物を鮮魚取扱棟と呼称することとする。

　事務 室は、 本プロ ジェク トの円 滑な実 施を図 るため 、運営 ・維持 管理の 核とし て、

鮮 魚 取 扱 棟 の 内 部 に 配 置 す る 。 運 営 管 理 委員 会 の 管 理 者 （ 3 名 ）、 冷 蔵 車 運 行 管 理 者

等の計 9 名が主事務室において運営・維持管理の実務を行う。冷凍技士等の製氷部の

3 名 は冷凍 機、発 電機等 の運転 監視等 が主要業 務とな るため 、同鮮 魚取扱 棟内の 機械
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室の 一画に 控室を 設ける 計画と する。 冷蔵部、 製氷部 、流通 部等の 他の職 員につ いて

は、 それぞ れの現 場での 業務に 対応で きるよう に、 2 室に分 割して 、控室 を配置 して

運営 ・維持 管理に あたる 計画と する。 日本国の 面積基 準（日 本建築 学会編 ・建築 設計

資 料集 成） で主 体室 の 場合 5� m2/人～ 15� m2/人 とさ れて いる こ とを 参考 に、 本プ ロ

ジェクトでは、主事務室について 6� m2/人、控室について 5m2/人を面積基準として

採用することとし、各室の必要面積を算定する。算定の結果を表３－１０にまとめる。

表 ３ － １ ０ 　 事 務 室 の 必 要 面 積

区分 執務する職員数 対象人数 必要床面積

(m2)

配置場所

主事務室 運営管理委員会(3)

冷蔵部� 冷蔵管理者(1)

流通部� 運行管理者(1)

経理部� 会計担当者(2)

保全部� 保安担当者(2)

9 54

控室１ 製氷部� 冷凍技士(1)

　　　� 冷凍技士補(1)

　　　� 補佐(1)

3 15

控室２ 流通部� 運転手(3)

製氷部� 販売管理者(1)、販売助手(1)

5 25

控室３ 冷蔵部� 補佐(2) 2 10

鮮魚取扱棟

控室 漁船運用部� 主任技士(1)・補佐(1) 2 10 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

Ｂ）会議室兼指導訓練室

この 部屋 は、中 央委 員会、 副中央 委員 会等の 月例 ・臨時 の運 営会議 や、漁 民や 加工

者に 対する 訓練指 導のた めの用 途を対 象として いる。 中央委 員会の 会議で は、そ の構

成要員 34 名、運営管理委員会の 3 名、水産局局長、水産局の本プロジェクト担当者

の総 数 39 名 が参加 するが 、机を 囲まな い形式 の会議 を考慮 する。 副中央 委員会 の会

議では、その構成メンバー 14 名、水産局局長、上記プロジェクト担当者の総数 16 名

が参 加する が、机 を囲む 形式の 会議を 考慮する 。また 、訓練 指導と しては 漁船操 業で

の 安 全 指 導 、 船 外 機 ・ 漁 具 の 維 持 管 理 改 善指 導 等 が 行 わ れ 、 参 加 者 の 構 成 も 10～ 50

名程 度と規 模に大 小があ る。従 って、 会議室兼 指導訓 練室の 必要床 面積の 算定に あた

って は、中 央委員 会での 39 名に よる机 を囲ま ない会 議の規 模を対 象とし て、前 述の

日本 国の面 積基準 に示さ れてい る会議 室のレイ アウト に関す る基準 値を参 考に、 床面

積を検討するものとする。尚、同基準値では 1 人当りの専有面積が 0.7� m2、壁から

の通路幅を最低 1.2m 確保すること等が示されている。　これにより 72.35� m2 の面

積が必要と算出されるが、図 3－４に示す様に 72� m2�の室内で 39 名の場合、16 名

の場合のそれぞれの 会議での収容が可能となっている。従っ て、72� m2 を室内面積と

する。
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6000

39名による机を囲まない会議の場合16名による机を囲む会議の場合

1
2
0
0
0

6000

図 ３ － ４ 　 会 議 室 の 利 用 形 態

５）付帯設備

Ａ）発電設備

本プ ロジ ェクト で整 備を行 う施設 内で 必要と なる 電力の 需要 に基づ いて発 電能 力を

算定 する。 電力を 必要と する主 な機器 は、製氷 機、冷 蔵施設 用圧縮 機、給 水設備 、ワ

ーク ショッ プ用電 動工具 、施設 内照明 等である 。設置 台数と しては 、電力 需要の 変動

に応 じた経 済的な 運転に 対応で きるこ と、保守 ・整備 のため の停止 期間が 必要な こと

等を考慮し、通常時運転用の 2 台（最大負荷に対応）に加え、予備 1 台を配備する。

起動 電流に 対する 発電機 容量の 設定に ついては 、最も 大きな 起動電 力を必 要とす る製

氷機 用圧縮 機を基 準とし て、堅 牢性、 経済性、 取り扱 いの容 易性を 考慮し て、発 電機

容量 及び起 動方式 を決定 する。 発電機 と製氷機 用圧縮 機等は 、同一 技術者 によっ て運

転管 理が行 われる ことを 考慮し て、共 に機械室 に設置 する。 また、 騒音対 策とし て防

音型 とし、 冷却水 の熱交 換器は 屋外に 設置して 廃熱を 直接屋 外に排 出させ る計画 とす

る。付帯設備として機械室には日々の運転に必要な燃料用サービスタンクを設置する。

また、 3 台の発 電機の操 作盤兼配 電盤を独 立して設 置し、機 器の操作 ・監視環 境を整

える。

Ｂ）給水設備

本 プ ロ ジ ェ ク ト で 確 保 さ れ た 水 源 か ら プ ロ ジ ェ ク ト ・ サ イ ト ま で の 給 水 体 制 を 確
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保するためには、以下に示す機材、工事が必要となる。

プロ ジェ クト ・サ イト から距 離で 約 2.2km 離れ た水 源にお いて は、 深井 戸用 取水

ポン プ、制 御盤、 高架水 槽等の 設置が 必要とな る。ま た、水 源確保 地点と プロジ ェク

ト・ サイト 間にお いて、 給水配 管、取 水ポンプ 等への 電力供 給線の 敷設工 事が必 要と

なる 。これ ら機材 、設備 の規模 につい ては、製 氷施設 、荷捌 場、漁 民トイ レ・シ ャワ

ー等 の主に 給水を 利用す る施設 におけ る必要水 量を算 定し、 適正規 模の給 水設備 を設

計するものとする。

Ｃ）燃料タンク

発 電 機 用 燃 料 タ ン ク （ デ ィ ー ゼ ル 油 ） と 船 外 機 用 混 合 ガ ソ リ ン 用 燃 料 タ ン ク に 分

かれる。 グンジュール水揚 場への燃料の輸 送は 10 ﾄﾝ積み タンクローリーに よって行

われており、 納入には通常発注から少な くとも 1 週間を要する。こ のため、概そ 10

ﾄﾝ分の燃料 を消費 した頃、 次の燃 料の発 注を行う 給油サ イクルが 適切と 考えられ る。

従っ て、各 燃料タ ンクの 必要容 量の算 定につい ては、 タンク ローリ ーの容 量を基 準と

して、発注から納入までの予備量の確保と給油時のオーバーフローの防止等を考慮し、

タンクローリーによる 1 回当たりの給油量の 1.5 倍にあたる 15 ﾄﾝの容量を計画する。

なお、燃 料消費に対する 10 ﾄﾝ分の燃料の 対応能力につい て、下記の試算を したが、

発 電 機 用 燃 料 タ ン ク は約 1 カ 月 間 の 発 電 機 の 運 転 に 対 応 で き る。 ま た 、 混 合 ガ ソ リ

ン 用 燃料 タ ン ク は 250 隻 ・ 日 分の 漁 船 操 業に 対 応 で きる 。 一 方 、日 帰 り 操 業に 従 事

するボンガ漁船は、年間で約 7,741 隻・日（7,741÷水揚量 1 ﾄﾝ／隻・日）の操業を

行っている。これら漁船に対する給油 を行うためには、年間約 31 回（7,741 隻・日

÷250 隻・ 1 回）、即ち 2 週間に 1 度の頻度で燃料タンクに給油を行う必要がある。

　

発電機燃料推定消費量：�300ﾘｯﾀｰ／日（条件：75KVA×75％負荷×24 時間運転×2 台）

10 ﾄﾝでの対応日数：33 日分（10,000 ﾘｯﾀｰ÷300 ﾘｯﾀｰ／日）

　1 出漁当りの船外機用混合ガソリン推定消費量：約 40 ﾘｯﾀｰ／日・隻

　10 ﾄﾝでの対応漁船数：250 隻（10,000 ﾘｯﾀｰ÷40 ﾘｯﾀｰ／隻）

６）カヌー漁船操業維持機材

Ａ）機材の必要数の検討

グ ン ジュ ー ル 水 揚場 に は ２ 組の 船 大 工 （ 3～ 4 人 ／ 組） が 活 動 して お り 、 それ ぞ れ

20 年 以 上グ ン ジ ュ ー ル浜 で 木 造 船 の建 造 に 携 わ って い る 。 両 者へ の 聞 き 取 り調 査 に

よると、これら 2 組の船大工により、過去 10 年間において年平均 10～12 隻（９割
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がボ ンガ漁 船）の 木造船 が建造 されて きた。し かし、 現状で は年間 建造数 は数隻 に減

少し ている 。木造 船建造 の問題 点は、 漁船建材 用木材 の不足 （入手 困難） と価格 の高

騰で ある。 これま ではセ ネガル 、ギニ ア・ビサ オなど 近隣国 からの 輸入材 で建造 され

てい たが、 最近で は近隣 国でも 木材が 不足して おり、 遠くガ ーナ、 ナイジ ェリア 、カ

メルーンからの輸入材に代わりつつあり、問題は深刻化している。

この よう な状 況に おいて 、木 造漁 船建 造価格 は近 年で は 6.5～ 7.5 万 ダラ シ／ 隻に

高騰したため、新規建造は困難となっている。多くの漁船が 2 年～3 年毎に 1 度の頻

度で 、船体 外板の 張り替 え等の 修繕の みを行っ ている が、新 旧の板 材を張 り合わ せて

いるため古い部分からの浸水が多く、安全性と作業効率が著しく低下している。また、

船 体の 耐 用 年数 は 以 前 8～ 10 年と さ れ てい た が 、今 日 で は品 質 の 良い 板 材 の入 手 困

難と、新 旧材が張合わ されている等 の理由により 、十分な保守 を実施しても 5～6 年

と短くなっている。

グンジュ ール水揚場を拠 点としている漁 船は 68 隻であり 、地元船主及び 漁民によ

り漁が行われている。これより耐用年数を 5.5 年とした場合、年間平均 12 隻（68 隻

÷5.5 年＝12.4 隻）の代替建造が必要な状況にあると試算される。従って、現状の水

揚量を 維持するため には、現時点 で 12 隻の漁船 建造を行う必 要性があると 考えられ

る。また、船外機、網漁具の耐用年数は約 3.5 年と漁船よりも短いので、これらも併

せて整備する必要がある。

Ｂ）� 見返り資金積立に関する考察

FRP 漁船・船外機・網漁具は、見返り資金積立ての対象機材であり、その FOB 価

格の ２／３ 相当額 の積立 て義務 がガン ビア政府 に対し て発生 する。 対象機 材それ ぞれ

の耐用年数を考慮し、積立て期間は FRP 漁船に対しては 7 年間、また、船外機・網

漁 具 に 対 し て は 4 年 間に 設 定 す る こ と が 適 切 で あ る と 判 断 さ れる 。 以 下 に 、 見 返 り

資金の積立額の推定と先方政府の負担額に関する考察行うこととする。

　

（ ⅰ ） 必 要 と さ れ る 見 返 り 資 金 積 立 推 定 額

対 象 機 材 1 式 当 り の FOB 価 格 の 2／ 3 相 当 額 12 式 に 対 す る 見 返 り 資 金 積 立 額

FRP 漁 船 約 400,000 ダ ラ シ 4,800,000 ダ ラ シ

船 外 機 、 網 漁 具 約 73,000 ダ ラ シ 876,000 ダ ラ シ

合 　 計 5,676,000 ダ ラ シ
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（ⅱ）ボンガ漁船操業収支推定

　a)� ボンガ漁船 1 隻当りの年間収支

　　　　ボンガ漁船の水揚金額 230,000 ダラシ／年

　　　　燃料費���������������������������������������������������������　－）� 76,800 ダラシ／年

　　　粗利益 153,200 ダラシ／年

　（粗利益の配分方法）

　　　　粗利益の 50％　漁民徴用費（人件費）� � 76,600 ダラシ／年

　　　　粗利益の 10％　保守整備費　　�����������������������������15,320ダラシ／年

　　　　粗利益の 40%　見返り資金積立充当額 61,280 ダラシ／年

（当初 4 年間は、年間 15,000 ダラシを船外機・網漁具の見

返り 資金 積立 に充当 し、 46,280 ダ ラシを FRP 漁 船の 見返

り資金積立に充当する。）

b)�ボンガ漁船 12 隻の操業による見返り資金積立推定額

　（船外機・網漁具に対する 4 年間の積立推定額）

　　　15,000 ダラシ／年×4 年×12 隻＝720,000 ダラシ

　（FRP 漁船に対する 7 年間の積立推定額）

　　（46,280 ダラシ／年×4 年＋61,280 ダラシ／年×3 年）×12 隻＝4,427,520 ダラシ

従 っ て 、 ボ ン ガ 漁 船 の 操 業 利 益 の み で は 見 返 り 資 金 の 積 立 を 完 了 こ と が で き ず 、

ガンビア政府は、船外機・網漁具 12 式に対しては 4 年間で 156,000 ダラシ（876,000

－720,000）に相当する財源を補填し、また、FRP 漁船 12 式に対しては、7 年間で

372,480 ダ ラ シ （ 4,800,000－ 4,427,520） に 相 当 す る 財 源 を 補 填 し 、 見 返 り 資 金 積

立て を完了 する必 要が生 じる。 一方、 ガンビア 政府は 、補填 の財源 として は零細 漁業

振 興 基金 の 利 用 を計 画 し て おり 、 そ の 予算 実 績 は 年間 100 万 ダ ラシ で あ る が、 既 に

タンジ案件において 5 式の FRP 漁船・船外機・網漁具が導入されていることを勘案

すると 、本プロ ジェクト に対する 見返り資 金形成補 填計画は 表 3－１ １に示す 如くに

なると考えられる。
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　表 3－１１　タンジ案件及び本プロジェクトに対する見返り資金形成補填計画　　��（単位：ダラシ）

年 　 度 タ ン ジ 案 件

に 対 す る

補 填 計 画

本 プ ロ ジ ェ ク ト

の 船 外 機 ・ 網 漁 具

に 対 す る 補 填 計 画

本 プ ロ ジ ェ ク ト

の FRP 漁 船 に

対 す る 補 填 計 画

合 � 計

2001 年 284,850 - - 284,850

2002 年 284,850 - - 284,850

2003 年 284,850 39,000 18,120 341,970

2004 年 284,850 39,000 18,120 341,970

2005 年 - 39,000 18,120 57,120

2006 年 - 39,000 18,120 57,120

2007 年 - - 100,000 100,000

2008 年 - - 100,000 100,000

2009 年 - - 100,000 100,000

合 　 計 1,139,400 156,000 372,480

備 考 ： タ ン ジ 案 件 で は 4 年 間 で 積 立 を 完 了 す る 必 要 が あ る の で 、

　 　 　 （ 473,000 ダ ラ シ ÷ 4 年 － 61,280 ダ ラ シ ） × 5 式 ＝ 284,850 ダ ラ シ を 毎 年 補 填

す る 必 要 が あ る 。 タ ン ジ 案 件 で の 補 填 計 画 と の 輻 輳 を 考 慮 し て 2003、 2004 年

で の 本 プ ロ ジ ェ ク ト に 対 す る 補 填 額 は 、 他 年 次 に 較 べ 割 当 を 減 じ た 。

上 表 に 示 す 如 く 、 タ ン ジ 案 件 及 び 本 プ ロ ジ ェ ク ト 対 し て ガ ン ビ ア 政 府 が 行 う 見 返

り資金形成補填額は、年当り 6 万から 34 万ダラシの金額となる。一方、ガンビア政

府は 2001 年 5 月に、タンジ案件の運営始動資金のため零細漁業振興基金より 20 万

ダラシの補填を行っている。こうした状況を勘案すると、上記の 6 万から 34 万ダラ

シの 資金補 填はガ ンビア 政府が 実行可 能な範囲 にある と考え られる 。従っ て、本 プロ

ジェクトにおいて、FRP 漁船・船外機・網漁具を 12 式整備することは適切であると

判断される。

� c)�その他の留意事項：

本 プロ ジェ クト で FRP カヌ ー漁 船が 導入 さ れた 場合 、漁 船の 運用 主体 はグ ンジ ュ

ール 水産セ ンター 運営組 織体と なる。 漁船建造 資金難 に直面 してい る多く の船主 は、

この 状況を 十分理 解して おり、 雇われ 船主の形 態でも 漁が続 けられ ること が重要 であ

り 、 む し ろ 好 ま し い と 考 え て い る 。 ま た 、 FRP 漁 船 の 導 入 が 地 元 の 船 大 工 の 生 計 に

影響 を与え ること も考え られる が、水 産局、地 元の船 大工等 に事情 徴収し たとこ ろ、

既 存 漁船 （ 月 平 均 112 隻 が 稼 働） の 修 繕 作業 量 は 増 えて い る こ と、 そ の 他 の小 型 船

の建造等の仕事もあることが確認され、12 隻の FRP カヌー漁船の導入が地元の船大

工の生計に大きな影響を与える可能性は少ないことが確認された。

７）ワークショップ

ワー クシ ョッ プで行 う作 業は、 船外 機の 保守・ 整備 ・修理 作業 と漁 船で使 うア ンカ
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ー、 フック 等の漁 労器具 の修理 である 。その他 に簡易 な車両 の整備 ・修繕 もワー クシ

ョッ プで行 われる 。こう した状 況に対 し、修理 ・整備 に必要 な一般 工具、 特殊工 具の

整備を行うこととする。

作業 スペ ース として は、 船外機 を整 備す るため の架 台を設 置し 、そ の周辺 に部 品の

分解 組立作 業を行 うため の作業 台１台 を設置し 、安全 かつ円 滑な作 業を行 うこと を考

慮 し 、 漁 船 運 用 部 の 主任 技 師 、 補 佐 及 び 漁 民 3 名 が 同 時 に 作 業可 能 な ス ペ ー ス と し

て 54m2（ 6ｍ ×9m）を 確保 する 。ま た、 整備 後の 船外 機の 試運 転を 行う ため のテ ス

トタンク（約 1.5m×1.5m）をこの作業スペ ースの一角に設置する。そ の他に、備品

及 び 特 殊 工 具 等 の 保 管に 必 要 な 工 具 ・ 備 品 庫 を 1 室 設 け 、 同 時に 職 員 の 控 室 と の 兼

用 を 図る 。 工 具 、備 品 の 整理 棚 （ 幅 3m、 高 さ 2m、奥 行 き 0.5m） と 備 品 管理 作 業

用の机 1 台のスペースを考慮して、工具・備品庫は 12m2（4ｍ×3m）の規模とする。

（８）工法、工期、調達方法に係る方針

日本 の無 償資 金協力 に基 づいて 実施 され るため 工期 等に制 約が ある こと、 主要 建設

機材がガンビア国で調達出来ないこと、プロジェクト・サイトは首都圏から 60km� 以

上離れた通信、交通事情の不便な場所に位置すること等を踏まえて工期の設定を行う。

　ま た 、6 月 ～ 10 月 の 雨 期が 、 工 事 の進 捗 に 影響 を 及 ぼ すこ と が 考え ら れ るの で 、

工期 の設定 にあた っては 天候に よる工 期の遅れ にも対 応可能 な工期 設定を 行い、 同時

に工期の短縮を図れる工法、構造、材料の検討を行う。
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３－２－２　基本計画

現地調査による要請内容の希望規模、及びこれに対して行った国内解析の結果としての協

力対象事業の内容の比較を表３－１２に示し、併せて、希望規模と協力対象事業の内容の間

に差異があることの背景を示す。

表３－１２　要請内容の希望規模と協力対象事業の内容との比較

施設・機材名 要請希望規模 協力対象事業 希望規模との差異の背景

製氷・貯氷施設 日産 10 トン 日産 10 トン

冷蔵施設 ２室、各 10 ﾄﾝ ２室、各 4.2 ﾄﾝ 対 象 を 午 後 の 水 揚 魚 の 収 納 の み に 留 め る の が

適切と判断した

荷捌場 必 要 ス ペ ー ス

の確保

90m2 の 必 要 ス ペ

ースを確保

事務室 必要室の確保 必要室を確保

会議室兼

指導訓練室

必 要 ス ペ ー ス

の確保

72m2 の 必 要 ス ペ

ースを確保

薫製小屋 複数棟 １棟 現 状 破 損 し て い る 薫 製 釜 23 個 の 補 充 に 相 当

する施設の増設に留めるのが適切と判断した

漁具倉庫 ２棟 ２棟

塩干魚倉庫 １棟 １棟

漁民トイレ・

シャワー

１棟 １棟

ワークショップ １棟 １棟

発電設備 １式

　発電機３台

１式

　発電機３台

給水設備 新規要請 １式 水 源 確 保 地 点 か ら プ ロ ジ ェ ク ト ・ サ イ ト ま で

の 給 水 を 確 保 す る 機 材 、 設 備 、 設 置 工 事 を 確

実に行うことが必要と判断した

燃料タンク １式、各 10 ﾄﾝ １式,� 各 15 ﾄﾝ 船外機燃油及び発電機燃油用

受水設備 １式 １式

冷蔵車 ４台 冷蔵車３台

保冷車１台

内 陸 流 通 用 の 冷 蔵 車 は ３ 台 で 配 送 の 必 要 性 を

満 た す と 判 断 し 、 首 都 圏 の 小 規 模 市 場 へ の 鮮

魚配送用には保冷車１台が必要と判断した。

魚箱 800 個 669 個 冷 蔵 施 設 保 管 用 と 冷 蔵 車 携 行 用 の 魚 箱 の み を

対象とし、必要数を算出した結果の数量

保冷魚箱 30 個 25 個 必要数を算定した結果の数量

FRP カヌー漁船 １２隻 １２隻

船外機 １２台 １２台

網漁具 １２式 １２式

車両 ３台 １台 氷 の 運 搬 用 の 車 両 は 必 要 と 判 断 し 、 小 規 模 市

場 へ の 鮮 魚 配 送 用 の 車 両 は 保 冷 車 と し て 検 討

し 、 魚 箱 回 収 運 搬 用 の 車 両 は 必 要 な い と 判 断

した
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3－２－２－１　敷地・施設配置計画

　施設の配置計画においては、下記の事項に従って最適な敷地・全体配置を計画する。

（１）既存の施設の機能、漁業活動の動線を活かし、ボンガ等の現状の水揚物の流れを見据

え、動線が合理的で自然な流れとなり、鮮度保持に配慮できる配置計画とする。

（２）水揚物の流通に係る車両の動線を合理的な流れとし、敷地の無駄を省くとともに、安

全に配慮した計画とする。

（３）薫製小屋は風向頻度を考慮し風下側に配置し、排煙が他の施設になるべく流れないよ

う配慮する。

（４）施設は基本的に右側サイトに集約させ、機能の全体的な合理化を図るが、塩干魚倉庫

と薫製小屋は現状の塩干加工と薫製加工が主に行われている左側サイトに配置する。

図３－５　主要施設・機材の相関チャート

荷捌場 管理運営施設製氷・貯氷施設水揚物（ボンガ）

施氷

冷蔵施設

薫製小屋 出荷・流通

薫材

水揚物（底魚類）

漁具倉庫

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

塩干魚倉庫塩干加工

燃料ﾀﾝｸ

漁具・船外機

漁民ﾄｲﾚ･ｼｬﾜｰ

鮮魚取扱棟

薫製加工

水源取水設備

冷蔵車

保冷車 魚箱

FRP 漁船

船外機

網漁具
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３－２－２－２　建築計画

（１）平面計画

１）鮮魚取扱棟

施設全体の中心的な機能をもつ施設で、鮮魚流通支援施設（製氷・貯氷施設、冷蔵施設、

荷捌場）と管理運営施設（事務室、会議室兼指導訓練室等）で構成される。また、製氷・貯

氷施設、冷蔵施設及び発電設備のための各設備機器等は、維持管理の利便性を考慮して機械

室に集約させる計画とする。各室のレイアウトは、水揚浜側に鮮魚流通支援施設をまとめて

荷捌場、貯氷庫、冷蔵庫を連結させて配置し、裏側に機械室を配置する。陸側には事務室、

会議室兼指導訓練室、職員用トイレ等の管理運営施設をまとめて配置する。

２）薫製小屋

既存の薫製小屋のレイアウトに倣い、薫製加工室内は薫製釜 6 基で 1 セットを 4 個所、計

24 基を設置し、薫材や製品等の倉庫兼荷扱所を隣室に設ける計画とする。

３）塩干魚倉庫

計８室の倉庫と、倉庫前面には出荷作業スペース等の屋根付きプラットホームを設ける。

塩干魚の保管には換気が重要であるため、各倉庫は塩干魚の積付け部分以外に通風のための

余幅を考慮した面積とする。

４）漁具倉庫

既存の漁具倉庫の面積規模を参考に各室約 6.25m2 程度の規模とし、9 室 x� 2 列とした 1

棟 18 室の倉庫を 2 棟、計 36 室を既存漁具倉庫群付近に配置する。漁具（船外機、網、ロー

プ等）の出し入れを行うため、ドアの開口有効幅は 900mm を確保する計画とする。また、

倉庫各室内部には船外機を保管するための懸架台を設置する。

５）漁民トイレ・シャワー

漁船乗組員、薫製加工者、塩干加工者、流通業者等の漁業従事者の共用施設であり、便器

の型式及びシャワーの形式は地元の慣習的な使い勝手を考慮した計画とする。男女別のトイ

レ室とシャワー室の計３室の施設とする。

６）ワークショップ

主に船外機修理のための作業スペースと備品庫、控室で構成される。ワークショップ内部

には、船外機の駆動テストのためのテストタンク、船外機懸架台等を設置する。船外機等の

搬出入を考慮し、ワークショップの出入り口ドアは、開口有効幅 1,600mm 以上の両開きドア
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とする。

7）付帯設備等

その他の付帯設備等として、水源の取水設備、給水設備、燃料タンク、浄化槽を計画する。

燃料タンクは船外機用、発電機用の計 2 基となる。

8）外構施設

外構施設として、ゴミ置場、冷蔵車駐車スペース、敷地内雨水排水溝、敷地外周の擁壁等

を計画する。敷地内舗装は車両通行部分はコンクリート舗装とし、それ以外の部分には貝殻

敷きを施す計画とする。排水経路は敷地の北側から敷地外へ排水されるような計画とする。

各施設各室の床面積を表３－１３にまとめる。

�表３－１３　各施設各室床面積表

棟・施設名 室　名 面積(m2) 面積算出内訳（壁・柱芯）

�鮮魚取扱棟 荷捌場 90.0 6.0×15.0�=�90.0�m2

貯氷庫 40.5 4.5×4.5×2 室� =�40.5�m2

冷蔵庫 48.6 4.5×5.4×2 室� =�48.6�m2

貯氷庫冷蔵庫点検通路 � � � 33.0 1.2×4.5×2�+�22.2×1.0�=�33.0�m2

施氷・荷積作業ｽﾍﾟｰｽ � 156.0 24.0×6.5�=�156.0�m2

機械室 72.0 12.0×� 6.0�=�72.0�m2

事務室 61.2 6.0×10.2�=�61.2�m2

書庫 7.56 4.2×1.8�=�7.56�m2

会議室兼指導訓練室 72.0 6.0×12.0�=�72.0�m2

控室１ 18.0 6.0×3.0�=�18.0�m2

控室２ 25.2 4.2×6.0�=�25.2�m2

控室３ 12.6 3.0×4.2�=�12.6�m2

職員用ﾄｲﾚ 25.2 6.0×4.2�=�25.2�m2

給湯室 � � 3.24 1.8×1.8�=�3.24�m2

通路 � �62.4 1.8×(5.5+3.6+11.4)+3.0×8.5=�62.4�m2

小　計 727.5

�薫製小屋 薫製加工室 172.8 9.0×19.2�=�172.8�m2

薫材倉庫兼作業室 43.2 9.0×4.8�=�43.2�m2

小　計 216.0

�塩干魚倉庫 塩干魚倉庫 72.0 3.0×3.0�x�8 室� =�72.0�m2

荷捌・作業ｽﾍﾟｰｽ 72.0 3.0×24.0�=�72.0�m2

小　計 144.0

�漁具倉庫 漁具倉庫 225.0 2.5×2.5×18 室×2 棟� =�225.0�m2

�漁民ﾄｲﾚ・ｼｬﾜｰ 女子ﾄｲﾚ 36.0 6.0×6.0�=�36.0�m2

男子ﾄｲﾚ 36.0 6.0×6.0�=�36.0�m2

ｼｬﾜｰ室 30.0 6.0×5.0�=�30.0�m2

小　計 102.0

�ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 作業ｽﾍﾟｰｽ 48.0 6.0×8.0�=�48.0�m2

控室 12.0 4.0×3.0�=�12.0�m2

備品倉庫 12.0 4.0×3.0�=�12.0�m2

小　計 72.0
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（２）　断面計画

１）鮮魚取扱棟

貯氷庫、冷蔵庫前部分は地表面からの砂埃を避けるため、また、鮮魚の出荷・積出し作業

のため、周囲の地盤から 750mm 程度上げてプラットホーム形とし、事務室や会議室兼指導

訓練室等も同じ床レベルとする。また、貯氷庫前から荷捌場への床面にはスロープを設け、

汚れた水が貯氷庫に流れることを防ぎ、作業区分の明確化等を図る。水揚浜や外部から荷捌

場へは漁民の運搬作業と歩行の円滑化を考慮して、階段とともに１／8 程度の緩やかなスロ

ープを設置する。施設は平家建てとするが、貯氷庫上部に製氷機を設置するため、当該部分

のみ屋根を高くした二段形とし、下屋根との間にスクリーン・ブロックを設けることにより、

自然換気を通風によって賄う計画とする。

２）薫製小屋

周囲の地盤面は緩やかな勾配をなしているため、周囲の地盤面に合わせた床レベルで計

画する。通風による自然換気が施設の機能上、非常に重要なため、軒高を 4m 程度確保し、

外壁面下部に給気用の開口と上部に排気用の開口を設置する。屋根の形状は切妻型とするが、

薫製室の屋根棟部にはモニター（越屋根）を設けて天井・屋根面からの通風を確保する計画

とする。

３）塩干魚倉庫

塩干魚倉庫の配置計画は薫製小屋に隣接する場所であり、同様に周囲の地盤面は緩やかな

勾 配 を な し て い る 。 プ ラ ッ ト ホ ー ム を 設 け る に あ た っ て は 、 自 然 の ス ロ ー プ を 利 用 し て

800mm 程度の段差を設けて、運搬用の大型車両への荷積みが容易となるよう計画する。塩

干魚の保管には換気が重要であるため、倉庫出入り口のドア及び背面の外壁面には給排気用

のガラリ、スクリーン・ブロックを設置する。屋根は荷積みプラットホーム側を高くした片

流れ型として、施設裏側のみに軒樋と竪樋を設ける計画とする。

４）漁具倉庫

床面は周囲地盤面+200mm 程度、軒高 3,500mm 程度とし、屋根は片流れ型とする。出

入り口ドア下部、外壁・内壁上部にスクリーン・ブロックを設けて換気を図る。防犯のため

窓は設けない計画である。

５）漁民トイレ・シャワー

トイレ及びシャワーの各ブース間仕切りは高さ 2,100mm 程度としてブース上部の通風に

よる換気を考慮する。なお、機械換気は考慮せずに、外壁桁面の軒下直下部分にスクリーン・
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ブロックを設置する等の方法による自然換気を考慮する。

６）ワークショップ

床面は周囲地盤面+200mm 程度、軒高 3,500mm 程度とし、屋根は片流れ型とする。控

室には天井を設けるが、ワークショップ、備品庫は天井なしの屋根裏露し、外壁桁面の軒下

直下部分にスクリーン・ブロックを設置する等の方法による自然換気を考慮する。修理作業

の性質上採光のための窓を設置するものとし、防犯上の問題から外壁面には面格子を設置す

る。

7）付帯設備等

水源の取水設備における給水タンクは、プロジェクト・サイトまで自然流下式で送水する

ために必要な高架水槽で計画する。敷地内に設置する発電機燃油用燃料タンクは地上置型と

し、船外機燃油用燃料タンクと浄化槽はいずれも地下埋設型を採用する。

8）外構施設

敷地内には既存の施設があるため、現状地盤レベルを大幅に変えない計画である。右側サ

イトでは敷地面積が全体で約 13,000m2 余りあって比較的広い。従って、舗装面や溝内の排

水勾配は 1/200 程度で計画する。左側サイトの施設建設計画地については、前述のとおり

現状が自然の緩いスロープを形成しており、土地の形状を変えるような大幅な造成等は行わ

ない計画である。

（３）　構造計画

施設の基本的な構造は、いずれもガンビア国で一般的な工法である鉄筋コンクリート構造

を採用する。施設は全て平家建ての低層であり、基礎形式については地質調査結果から長期

設計用地耐力を 0.1Mpa と設定し、鉄筋コンクリートによる直接基礎で計画する。1 階床は

土間コンクリートを採用し、地震がなく大きな水平力が発生しないため、上部は柱・梁のみ

のラーメン構造とし、屋根面には鉄筋コンクリート・スラブを設けない計画とする。尚、構

造設計にあたっては、表３－１４に示す設計荷重を採用する。
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�表３－１４　設計荷重

荷　重　別 設　計　荷　重 備　　　考

　　固定荷重 ｺﾝｸﾘｰﾄ�� � � � � � � ：23N/cm3

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ：24N/cm3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ：14N/cm3

建築物荷重指針・同解説（日本建築学会）

　　風荷重 1KN/m2 風速 40m/秒に相当

　　地震力 K�=�0.1 ガン ビア 国では 地震 はない が、水 平力 に対

する余力として考慮

（４）　設備計画

１）空調換気設備計画

自然換気、自然通風を原則とするが、事務作業等のための一部の居室には天井扇を設ける。

各施設の空調換気設備の概要を下表に示す。

�表３－１５　各施設の空調換気設備概要

棟・施設名 室　名 天井扇 換気扇 備　考

�鮮魚取扱棟 荷捌場 ― ―

施氷・荷積作業ｽﾍﾟｰｽ ― ―

機械室 ― ○

事務室 ○ ―

会議室兼指導訓練室 ○ ―

控室１～３ ○ ―

便所 ― ○

通路 ― ―

�薫製小屋 薫製加工室 ― ―

薫材倉庫兼作業室 ― ―

�塩干魚倉庫 塩干魚倉庫 ― ―

荷捌・作業ｽﾍﾟｰｽ ― ―

�漁具倉庫 漁具倉庫 ― ―

�漁民ﾄｲﾚ･ｼｬﾜｰ 女子便所 ― ―

男子便所 ― ―

ｼｬﾜｰ室 ― ―

�ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ― ○ 換気扇：ﾃｽﾄﾀﾝｸ用

控室 ○ ―

備品倉庫 ― ―

天井扇：天井付ﾌﾟﾛﾍﾟﾗﾌｧﾝ

２）給水設備計画

i)�給水システム

プロジェクト・サイトへの給水は、水源（深井戸）に取水設備を設置し、プロジェクト・

サイトまでの給水管を敷設して行う。この給水源における深井戸の揚水からプロジェクト・

サイトまで引込む給水システムを図３－６に示す。
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４）電気設備計画

本プロジェクトで必要とされる施設・設備・機材に必要な電気設備を対象として、電力は

全て発電機による終日運転で賄う計画とする。

電気の供給は、鮮魚取扱棟の機械室に設ける発電機から配電盤を経由し、鮮魚取扱棟内電

気設備には、主としてビニル絶縁電線により電線管を通して配線を行う。別棟となるワーク

ショップ棟、漁民トイレ・シャワー棟、給水設備及び給油設備への送電は地中埋設管を経由

してケーブル配線を行う。尚、漁具倉庫、薫製小屋、塩干魚倉庫へは電気の供給を行わない。

水源取水設備

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 漁民ﾄｲﾚ・ｼｬﾜｰ

燃料ﾀﾝｸ

鮮魚取扱棟

発電機
発電機制御盤

主配電盤

燃料ﾎ゚ ﾝﾌ゚ 制御
盤

取水ﾎ゚ ﾝﾌ゚ 制御盤

分電盤

製氷機制御盤
冷蔵庫制御盤

図 3－７　電力供給系統

　発電計画は、製氷機 2 台運転（約 50KW）及び冷蔵庫 2 室（15.0KW）の運転に必要とさ

れる負荷と始動時にかかる起動負荷を考慮して下記設備を設ける。

発電機型式：ディーゼルエンジン駆動交流発電機、3 相 4 線式、低騒音型

　　　　　　常用仕様、水冷却式（ﾗｼﾞｴﾀｰ）、

発電容量　：約 75KVA（60KW）　３基（通常２基並列運転、１基交互切替え用）

電気方式　：380V、50Hz、３相４線式、単相 220Ｖ 　　　　

使用燃料　：軽油（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ油）

標準装備品：工具及び消耗品

付帯設備：配電盤、燃料ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ、排気ﾀﾞｸﾄ（ﾗｼﾞｴﾀｰ用）

５）製氷設備

製氷設備は、貯氷庫の上部に架台を設け、その架台の上に製氷機を設置し、製造された氷

が自由落下で貯氷庫に貯氷される全自動型とする。製氷機を構成する圧縮機・凝縮器・受液

器等は、製氷機本体と別に機械室等に設置することにより、保守・整備、定期的な分解開放

点検等が容易に行える配置とする。また、凝縮器は塩風による塩害に対し銅管・銅製フィン

製を採用し、耐用年数の長期化を図る。尚、水源となる井戸水は全硬度が 175(mgCaCo3/l)
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と比較的高いため、製氷機本体の源水系統には硬水対応の磁場形成式ﾌｨﾙﾀｰを装備し結氷板

の製氷能力低下を防止する。

貯氷庫内の氷の氷解を防ぐための冷凍設備は設けず、断熱パネルの厚みを 100mm とやや

厚くすることで、製氷設備全体の構成機器の簡素化と省エネルギー化を図る。

主な仕様を以下に示す。

氷種　　：プレートアイス（砕氷）

製氷能力：5 ﾄﾝ／24 時間、（全自動）×2 基、原水温度：29℃、

凝縮方式：空気冷却方式、冷媒：R-22、

圧縮機　：レシプロ開放型、単段、

貯氷庫：断熱プレハブ貯氷庫（約 10 ﾄﾝ／収容）、� 概寸 L4500×D4500×H2300×t100mm

付属品：計量秤（100kg）×１台、スコップ×1 本、防寒服×2 組、手袋×2 組

６）冷蔵庫設備

冷蔵庫設備については、収容容積 8.4 ﾄﾝを 2 室に分け、2 室が別々に冷媒系統を設ける。

主な構成機器は製氷設備と同じ理由により、圧縮機・凝縮器・受液器等は機械室に設置し、

凝縮器は銅管・銅製フィン製を採用する。

主な仕様を以下に示す。

庫内容積：4.2 ﾄﾝ収容（約 50ｍ3）×2 室

保冷温度：０～-5℃

冷却方式：R-22、直接膨張式

圧縮機：レシプロ開放型、単段×2 基

凝縮方式：空気（コンデンサー）冷却

庫内冷却：ユニットクーラー（天井吊り）、デフロスト：電気ヒーター式

冷蔵庫本体：断熱プレハブ式（100mm）

冷凍機保守用工具：1 式

付属品：計量秤（100kg）×1 台、防寒服×2 式、手袋×2 組

７）給油設備

発電設備用ディーゼル油及び船外機用混合油を対象として下記給油設備を整備する。

　・ディーゼル油タンク：容量 15 ﾄﾝ　（耐食仕様　地上タンク）　1 基

　・混合油タンク　　　：容量 15 ﾄﾝ　（耐食仕様　地下タンク）×1 基

　　　　　　　　　　　　給油装置（ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻｰ：ポンプ、計量メーター付）×1 基
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（５）　建築資材計画

各施設の主な使用材料は以下の通りである。

�表３－１７　各施設外部仕上げ

棟・施設名 仕　　上　　げ

鮮魚取扱棟

薫製小屋

塩干魚倉庫

漁具倉庫

漁民ﾄｲﾚ･ｼｬﾜｰ

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

屋根

軒裏

外壁

柱・梁

窓

ドア

外部床たたき

：鉄骨母屋、合板 12t、ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｪﾙﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄ系ﾀｲﾙ

：合板 12t､ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

：ﾌﾞﾛｯｸ造一部ｽｸﾘｰﾝ･ﾌﾞﾛｯｸ、ﾓﾙﾀﾙ塗、ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

：ｺﾝｸﾘｰﾄ､ﾓﾙﾀﾙ塗、ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

：ｱﾙﾐ窓

：ｽﾁｰﾙﾄﾞｱ（亜鉛ﾒｯｷ）、ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝ﾊｰﾄﾞﾅｰ

鮮魚取扱棟

塩干魚倉庫

荷捌場、

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ床

：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝ﾊｰﾄﾞﾅｰ

鮮魚取扱棟

薫製小屋

外部建具 ：ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ

� 表３—１８　各施設内部仕上げ

仕　　上　　げ棟・施設名

床 壁 天　井

鮮 魚 取 扱

棟

事務室

会議室兼

指導訓練室

控室

ｴﾝﾄﾗﾝｽ､通路

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝ﾊｰﾄﾞﾅｰ

幅木：ﾓﾙﾀﾙ塗、塩化ﾋﾞﾆﾙ

樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

ﾌﾞﾛｯｸ造、ﾓﾙﾀﾙ塗、

ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

合板 12t､

ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

機械室 床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝ﾊｰﾄﾞﾅｰ

幅木：ﾓﾙﾀﾙ塗、塩化ﾋﾞﾆﾙ

樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

ﾌﾞﾛｯｸ造、ﾓﾙﾀﾙ塗、

塩 化 ﾋﾞﾆﾙ樹 脂 ｴﾅﾒﾙ

塗装

屋根裏露し

合板 12t､

ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

給湯室 床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝ﾊｰﾄﾞﾅｰ

幅木：ﾓﾙﾀﾙ塗、塩化ﾋﾞﾆﾙ

樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

磁器ﾀｲﾙ 合板 12t､

ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

便所 床：磁器ﾀｲﾙ 磁器ﾀｲﾙ 合板 12t､

ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

薫製小屋 薫製加工室

薫材倉庫兼

作業室

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝ﾊｰﾄﾞﾅｰ

幅木：ﾓﾙﾀﾙ塗、塩化ﾋﾞﾆﾙ

樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

ﾌﾞﾛｯｸ造、ﾓﾙﾀﾙ塗、

塩 化 ﾋﾞﾆﾙ樹 脂 ｴﾅﾒﾙ

塗装

屋根裏露し

合板 12t､

ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ塗装

塩干魚倉庫

漁具倉庫

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

控室

備品倉庫

漁民ﾄｲﾚ･

ｼｬﾜｰ

女子便所

男子便所

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ金鏝

溶剤系塗床

幅木：ﾓﾙﾀﾙ塗、

溶剤系塗床

ｼｬﾜｰ室 床：磁器ﾀｲﾙ 磁器ﾀｲﾙ
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３－２－２－３　機材計画

（１）全体計画

　本プロジェクトで整備される機材は、過去に実施されたバカウ案件、タンジ案件で既に導

入されている機材と同類の機材で構成されている。このことから、本プロジェクトでは、各

機材のこれまでの運用実績から見て改善、改良の必要性が無ければ、維持管理が容易に行え

ること、使用者が容易に取り扱えることを考慮して、同グレードの仕様の機材を計画する。

（２）機材計画

　

 表３－１９　機材リスト

機材名 主要仕様 数　量

魚箱 魚箱：内容量約� 60 リッター（ハンドル付）

　　　内寸約�730�mm×420�mm×195mm

　　　材質（ポリプロピレン）、緑色

保冷魚箱：内容量約 500 リッター（蓋付）

　　　内寸約�1200�mm×720�mm×600mm

　　　材質（FRP、防熱材硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ）、緑色

669 個

25 個

冷蔵車 型式：ディーゼルエンジン駆動、ロングホイールベース

　　　エンジン出力　約 180 馬力

最大積載重量：約５トン車

　　　荷台　内寸約 L5000�mm×B2000�mm×H2000mm

3 台

保冷車 型式：ディーゼルエンジン駆動、ショートホイールベース

　　　エンジン出力　約 100 馬力

最大積載重量：約 1 トン車

　　　荷台　内寸約 L2800�mm×B1600�mm×H1800mm

1 台

氷運搬車両 型式：ディーゼルエンジン駆動、四輪駆動、幌装備

最大積載重量：約 0.7 トン車
1 台

FRP ｶﾇｰ漁船 材質：強化プラスチック（FRP）、単板オープンデッキ構造、

　　　縦肋骨及び横肋骨補強式、舷縁・竜骨・船首尾部の耐摩耗補

　　　強、船外機設置用架台（開口式）付

主要寸法：全長約 13m、幅約 2m、深さ約 1.1m

乗組員数：8 名

船型：カヌー型（オープンデッキ）

推進方式：船外機推進（脱着式）

付属装置：磁器コンパス、アンカー（ﾛｰﾌﾟ付）、

　　　　　救命胴衣（8 個）、雨合羽上下（8 式）

12 隻

船外機 同上 FRP ｶﾇｰ型漁船用

使用燃料：ガソリン（混合油）

出力：40 馬力、手動起動、海水冷却

燃料タンク：（約 20 ﾘｯﾀｰ×5 個付）／1 隻

標準工具・予備品：1 式

12 台

網漁具 網漁具構成（旋刺網）：
　身網：ナイロン（�ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ、白）一重結節、210d/12×90m/m�str.

　　　　140MD×1,800m（150m×12 巻）／組

　トワイン：ナイロン、白、10S/12、200g／巻×30 個／組

　ロープ　：ポリエチレン、黒、径 8mm×200m/巻×9 巻／組

12 組
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　浮子：エボナイト、浮力約 103g、ｻｲｽﾞ 140×50×10mm、2,124 個／組

　錘　：鉛、重さ約 75g、2,124 個／組、ｻｲｽﾞ 30×21×10mm

　玉浮き　：プラスチック（オレンジ色）、径約 400mm×2 個／組

工具 （１）機械室用工具（別表－1）

（２）ワークショップ用工具（別表－2）

1 式

ORP 計測器 計測器本体 1、ORP センサー 3 本、PH センサー 1 本、

センサースタンド 1 個（ﾎﾙﾀﾞｰ付）、精水容器 500cc（ﾉｽﾞﾙ付）2 ヶ

1 式

ゴミ容器 鮮魚取扱棟及びワークショップ用：

　内容量約 200 ﾘｯﾀｰ（ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ）

　（一般可燃ゴミ用 2 個、不可燃ゴミ用 2 個、生ゴミ用 2 個）

6 個

消火器 鮮魚取扱棟機械室（携帯式　燃料火災用）用 2 本

ワークショップ用 2 本、燃料供給設備用 1 本

5 本

１）機械室用工具（別表－１）

主　な　用　途 名　称 数量

発電・電気設備の保守・修理 標準一般工具セット

トルクレンチ（中・小）、テスター

各 1 個

製氷・冷蔵庫設備の保守・修理 真空ポンプ、真空ゲージセット、冷媒検知器、

ラチェトレンチ、ﾌﾚｱﾘﾝｸﾞ・ｶｯﾁﾝｸﾞﾂｰﾙｷｯﾄ、

コーキングガン

各 1 個

２）ワークショップ用工具（別表－２）

主　な　用　途 名　称 数量

船外機・漁船備品整備・修理 空気圧縮機、交流電気溶接機、

ガス切断・溶接器具セット、卓上電動ドリル、

電 動グ ラ イン ダ ー、 万 力（ 中 ・小 ）、ソ ケ ット レ

ン チ セ ッ ト 、 六 角 レ ン チ セ ッ ト 、 シ フ テ ィ ン グ

ス パナ （中 ・ 小）、ド ラ イバ ーセ ット （ ＋／ －）、

トルクレンチ（中・小）、鋼製片手ハンマー（中・

小 ）、 プ ラス チ ック ハ ンマ ー 、ゴ ム ハン マ ー、 ヤ

ス リ セ ッ ト 、 タ ッ プ ・ ダ イ ス セ ッ ト 、 ノ ギ ス 、

テスター

各 1 個

船外機保守・修理特殊工具 ﾀﾞｲﾔｹﾞｰｼﾞｾｯﾄ、ﾏｸﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ・盤、携帯ｻｰｷｯﾄﾃｽﾀｰ、
ﾀｲﾐﾝｸﾞﾗｲﾄ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｹﾞｹﾞｰｼﾞ、漏れﾃｽﾀｰ、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｰｷｯﾄﾃｽﾀｰ、ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭｲﾝｼﾞｹｰﾀ、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ回転計、ｸﾗﾝｸ軸開放・組立工具、

ｸﾗﾝｸ芯出具、波高電圧ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ、

ｽﾄｯｯﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｽﾄｯｯﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ、

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ引抜具、

ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ外軸受ﾌﾟﾗｰ、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ外軸受装着具、

ﾎﾞｰﾙ軸受装着具、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ内軸受装着具、

小端軸受挿入具組、外軸受ﾌﾟﾗｰ（ｸﾛｰ）、軸受ｾﾊﾟ

ﾚｰﾀ、軸受ﾌﾟﾗｰ、軸受ﾌﾟﾗｰ（ｸﾛｰ）、

ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ・ﾌﾟﾗｰ、ﾌﾗｲﾎｲｰﾙ・ﾎﾙﾀﾞｰ、ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾛｯﾄﾞ組、

ﾆｰﾄﾞﾙ軸受装着具組、ｷﾞﾔｰ・ﾌﾟﾗｰ、

ﾋﾟｽﾄﾝ挿入具ｾｯﾄ、ｽﾄｯﾊﾟｰｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ、ｾﾝﾀｰﾎﾞﾙﾄ・

ﾌﾞｯｼｭﾌﾟﾗｰ、ﾌﾞｯｼｭ装着具、ﾋﾟｽﾄﾝ高ｹﾞｰｼﾞ、ﾋﾟｽﾄﾝ

高ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾋﾟﾆｵﾝﾅｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ、ｽﾗｲﾄﾞﾊﾝﾏｰﾊﾝﾄﾞﾙ、

ﾄﾞﾗｲﾌﾞｼｬﾌﾄ抜出・挿入具、詰板、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｷｬﾘﾊﾟｰ、

ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭｲﾝｼﾞｹｰﾀ、ﾃｽﾄ用ﾌﾟﾛﾍﾟﾗｾｯﾄ、ﾌﾟﾚｽ

各 1 個
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３－２－４　施工計画／調達計画

３－２－４－１　施工方針／調達方針

（１）基本方針

本プロジェクトは日本国政府による無償資金協力事業により実施する。従って、所定の

工期内に竣工すべき制約があることを考慮し、適切な工法計画、資機材調達計画、工程計

画、品質管理計画を立案し、適切な施工基準、施工監理のもとに工事を実施する。

工事の施工は、以下の基本方針にしたがって実施する。

１）本プロジェクトでは、既存の水揚場の一画に敷地を確保して施設を建設することとな

る。敷地内には既存の漁業施設もあり、現在多くの地元漁民に利用されている。その

ため、施工においては現状の漁業活動を出来る限り阻害しないよう留意する。

２）近隣住居、近隣施設、自然環境の保全に配慮する。

３）相手国関係者との連絡を密にし、工事の各段階で充分な意思の疎通を図るとともに、

手続き上の齟齬をきたさないよう注意する。

４）現地の建設施工技術及び労働力は一定の水準にある。これらを慎重に査定し、最大限

に活用する。

５）操作が容易な機材選定、予備品入手やメンテナンスの容易な機材選定に留意する。

６）工事の実施、労務監理にあたっては、相手国の習慣、伝統、文化を尊重し、配慮する。

（２）現地建設業者等の活用の方針

ガンビア国の地元建設業者は中小規模の業者が多いが、土工事、コンクリート工事等の

一般的な工事については充分な施工能力がある。従って、これらの工事については、現地

で一般的な工法の選択が可能となるような配慮をし、サブ・コントラクターとして極力活

用する方針とする。尚、製氷・貯氷施設、冷蔵施設等の特殊設備工事に関しては現地に専

門の施工業者がないため、施工に当たっては日本人技術者の派遣が必要となる。

（３）相手国側実施体制

本プロジェクトのガンビア国側の責任機関は水産天然資源環境省であり、E/N 締結準

備、銀行取り極めの実施主体となる。事業の実施に関しては、同省の水産局が実務を担当

し、コンサルタントとの設計監理業務契約、建設業者との工事請負契約、関係各省庁への

所定の手続きや実施計画の内容の審査・承認・許認可取得を行い、建設資材や供与機材の

受入も担当する。
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３－２－４－２　施工上／調達上の留意事項

（１）工事の安全を第一に留意し、特に工事期間中は関係者以外の建設区域への立入りを

禁止する等の措置を講じる必要がある。

（２）建設地のある水揚浜は首都圏・市街地から離れた遠隔の地であるが、午前・午後の

水揚時間帯には数多くの漁業関係者が出入りするので、特に水揚時間帯には、建設資

機材の搬出入に十分注意する必要がある。

（３）施設はいずれも敷地内の既存施設の奥に建設されるため、工事車両等の動線計画に

留意するとともに、仮設計画、工法計画を慎重に行う必要がある。

（４）現地調達の建設用資機材の多くはセネガル国から陸送されてきており、その在庫は

種類・数量ともに決して豊富ではない。そのため、調達の手違いが工事の工程に大き

な影響を及ぼす可能性もある。従って、建設用資機材の調達にあたっては綿密な計画

を立てる必要がある。

３－２－４－３　施工区分／調達・据付区分

本プロジェクトが日本国の無償資金協力事業により実施される場合、日本国側及び、ガ

ンビア国側の分担業務範囲は以下の通りであり、各々の費用負担で遂行するものとする。

（１）ガンビア国側分担業務

１）本プロジェクト建設予定地の確保、建設予定地内の既存施設・障害物の撤去と移設

２）給水源から本プロジェクト敷地内まで埋設される給水管及び電線管の経路用地の確保

３）工事仮設ヤード、現場事務所等の用地の確保

４）必要となる外柵、門扉、及び守衛所の築造

５）本プロジェクト施設の事務所、会議室等に必要となる家具類の調達

（２）日本側分担業務

１）詳細設計、入札業務の補助及び施工監理等のコンサルタント業務

２）本プロジェクトの日本国側建設工事に必要な、全ての建設資材と労務の提供

３）本プロジェクトの日本国側建設工事及び機材調達に必要な輸入資機材の海上・内陸輸

送の実施及び輸送保険料の負担

４）本プロジェクトの日本国側建設工事及び機材調達に必要な品質検査



3-56

３－２－４－４　施工監理計画／調達監理計画

コンサルタントは、本プロジェクトの設計内容に基づいて、工事内容、工程計画、品質

管理計画等を精査し、適正な施工監理体制をとる。施工に当たっては、ガンビア国関係機

関、JICA 事務所、コンサルタント、施工業者間での連絡体制や、施工監理に必要な資機

材、車両、事務所等の計画、品質管理に関わる諸手続き・時期・管理方法を適切に計画す

る。また、要員計画においては、施工監理に必要な技術レベル、配置、人数、編成につい

て、慎重に検討し、適切な施工監理を行う。

３－２－４－５　品質管理計画

本プロジェクトでは下記の方針に基づき品質管理を実施する。

１）品質管理の標準となる規格や特性値を設計図書等に明確に定める。

２）定められた品質を確保するために、各管理項目別に作業方法・手順・頻度等の品質管

理計画書を策定し、施工中の不良原因の検証や修正処置等の考察にも役立てる。

３）チェックシート、管理図、ヒストグラム等、管理の対象となる品質特性に見合った統

計的手法を用いて、各データが品質規格を満足しているかを定量的に確認する。

４）データが管理限界線内にあっても異常な傾向等がある場合には特性要因図等の手法を

用いて原因を追求し、再発防止の処置をとる。

５）特に躯体コンクリートの品質管理にあたっては、各供試体採取ごとにスランプ、温度、

空気量等を計測し、1 週及び 4 週圧縮強度試験を実施する。コンクリート強度につい

ては試験結果のデータを基に管理図を作成して上記に示す管理を実施し、設計品質の

確保を図る。

３－２－４－６　資機材等調達計画

（１）建築資材

　一般的な建設資材については、各種仕上材、設備機器等の特殊なものを除けば比較的豊

富に流通しており、ガンビア国内で調達可能である。それらは本プロジェクトでの仕様に

対応しているので、特殊なものを除いて、同国内で流通している資材の活用を計画する。

特殊なものとは、同国での入手が困難か、入手出来たとしても輸入するため納期が不安定

になってしまうもの、若しくは適切な品質のものが入手困難であるものであり、これらに

ついては日本国からの調達とする。
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�表３－２０　建設用資機材の調達区分

調達先建設資機材

ｶﾞﾝﾋﾞｱ国 日本国

検討理由

砕石、砂、ｾﾒﾝﾄ 〇

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 〇

型枠材料 〇

塗料 〇

タイル 〇

本プロジェクトでの仕様に十分対応できる。

鉄筋 〇 規格に適合する品質のものが入手困難。

屋根材 〇 現地では入手が難しい。

鋼製建具 〇 十分な耐塩性を有する品質のものが入手困難。

ﾊｰﾄﾞﾅｰ 〇 現地では入手が難しい。

照明器具類 〇 十分な耐塩性を有する品質のものが入手困難。

（２）機材

本プロジェクトの協力対象事業で調達される機材は、網漁具の構成部品の一部を除き、

ガンビア国で製造、或は恒常的な販売がされていない。漁具の構成部品については、東南

アジア製品がバンジュールで販売されているが、品数が少なく、サイズ、材質などの選択

も限られている。このため、多くの漁民はセネガル等で購入している状況である。従って、

完成網としての網漁具を同国で調達することは難しい。このような現地調達事情より、機

材の現地調達は行わない計画とする。

また、本プロジェクトで要求される仕様に合致し、調達後の保証・修理・保守サービス

体制が確立しており、予備品調達の面で日本国製品の調達より明らかに有利と判断される

機材については第三国製品の調達を検討する考えであるが、該当機材に関しては、これに

該当する第三国製品はない。

その他、以下の理由により全ての機材について日本国製品の調達を計画する。

ⅰ）水産局の技術者の多くの者は日本で研修を受けており、また地元採用の技術者の多く

も彼らの指導を受けるため、日本国製品の漁具、船外機、冷凍設備、発電設備の取扱い

に慣れている。

ⅱ）過去に実施されたバカウ案件、タンジ案件においても日本国製品が導入されているが、

運用上の問題は生じていない。また、両案件を対象として派遣された 4 名の日本人専

門家は、漁具、船外機、漁船機関等にかかる技術指導においても日本国製品を題材とし

て技術指導を行ってきている。

ⅲ）水産局は、上記案件を通じ、日本国製品に関する保守整備及び予備品の購入について、

日本側メーカーへの連絡・発注依頼等のシステムを理解しており、調達後の維持管理に

必要となる措置・対応に慣れている。
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�表３－２１　機材の調達区分

機材名 調達先 検討理由

魚箱

冷蔵車、保冷車

氷運搬車両

FRP カヌー漁船

OHP 計測器

日本 現地で調達できない。第三国製品の有利性がない。

船外機・漁具 日本 漁民が使用している船外機の多くは日本製であり、その

予備品はガンビアでも調達出来るが、欧米諸国の船外機の

予備品は販売されていない。

工具 日本 一般汎用工具は現地調達も可能であるが、船外機・冷凍機

器等のメーカー、機種が限定される工具は現地で調達でき

ない。また保証、アフターサービスの確保において第三国

製品の有利性がない。

３－２－４－７　実施工程表

　本プロジェクトの実施においては、施設の詳細設計・入札までの実施設計に 4.0 ヶ月、

施設建設業者契約後の図面承認・建設工事・検査等の工事期間に 11 ヶ月、機材調達は入

札後の図面承認・製作等の調達期間に 5 ヶ月、輸送機関 2.5 ヶ月、検査・引渡に 0.5 ヶ月

を予定している。表３－２２に事業実施工程を示す。

表３－２２　事業実施工程表

月

項目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

実施設計

施　　工

機材調達

国内 現地

（現地調査）

（国内作業）

（入札・契約）

（準備・仮設工事）

（基礎・躯体工事）

（仕上工事）

（外構工事）

（特殊設備工事）

（製造・調達）

（輸送）

（検査・引渡）

（検収・引渡）

（計 4 ヵ月）

（計 11 ヵ月）

（計 8 ヵ月）
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３－３　相手国側分担事業の概要

１）本プロジェクト建設予定地の確保、建設予定地内の既存建物・設備・障害物の撤去・

移設。

２）本プロジェクト建設予定地内の既存建物・設備の撤去にかかる、EC 及び FAO の事

前許可の取得。

３）本プロジェクトの実施、建設工事に関してガンビア国内で必要とされる全ての許認可

の取得。

４）本プロジェクトの実施に必要となる銀行取極の締結、支払授権書の発給を速やかに完

了すること。

５）本プロジェクトの実施、建設工事に必要となるガンビア国での迅速な免税通関の確保。

６）建設工事、資機材調達及び役務を提供するに際してガンビア国内で日本人及び日本法

人に課せられるすべての税金、その他課徴金の免税措置。

７）プロジェクトの実施に関し必要となる日本人に対するガンビア国への入国、滞在の許

可。

８）工事用仮設ヤード、現場事務所用地等の本プロジェクトの建設工事にかかる用地の確

保。

９）建設工事中のサイト内への部外者の立入禁止措置。

１０）本プロジェクト建設予定地周辺で必要となる外柵、門扉、及び守衛所の築造。

１１）本プロジェクト施設事務所に必要となる家具類の調達。

１２）本プロジェクトの実施に必要となるが、日本国政府の無償資金協力によって負担さ

れないその他必要となる経費の負担。

１３）対象機材にかかる見返り資金の積み立てを定められた期限までに完了すること。
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３－４　プロジェクトの運営・維持管理計画

（１）グンジュール水産センターの運営・維持管理体制

本プロジェクト施設・機材の運営・維持管理は、水産局の監督、指導の下で、グンジュ

ール水産センター運営組織体が行う。運営組織体は、中央委員会、副中央委員会、運営管

理委員会、運営ユニットで構成される。中央委員会は地域的な調整課題を処理し、副中央

委員会はプロジェクト・サイトにおける漁業関係者間での調整課題を処理する。運営管理

委員会が直接的な施設、機材の運用を管理し、運営ユニットが現場業務に従事する。上記

の運営・維持管理体制の構築の考え方は、バカウ案件、タンジ案件の考え方と同じもので

ある。同運営ユニットは、以下のように 24 名で構成されるが、水産局から 3 名の派遣が

計画されており、その他の 21 名が既存のグンジュール水産センター運営委員会構成員と

新規採用者となる。本プロジェクトの運営・維持管理体制の組織図を図３－８に示し、要

員配置と職務内容を表３－２３にまとめた。

　　　中央委員会

　��（構成員：34人）

　　��副中央委員会

　�（構成員：14人）

　

　　

運営管理委員会

��　�（3人）

水産局�

　局長�(1)

　プロジェクト担当�(1)

　

監督

製氷部

　冷凍技士�(1)

　冷凍技士補�(1)

　補佐�(1)

　販売管理者(1)

　販売助手�(1)

冷蔵部

��冷蔵管理者�(1)

　補佐�(2)

漁船運用部

　主任技士�(1)

　補佐�(1)

流通部

　運行管理者�(1)

　運転手�(5)

保全部

　保全担当者�(2)

　清掃人�(2)

　雑務�(2)

経理部

�会計担当�(2)

水産天然資源環境省

　　　次　官

指導

図３－８　グンジュール水産センター運営組織体組織図
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表３－２３　グンジュール水産センター運営組織体の運営要員表

人　数部　署　名 職　名

水産局 地元

主な職務内容

中央委員会 (34) グンジュール地域と水産センター間の調整

副中央委員会 (14) 水産ｾﾝﾀｰ事業と漁業関係者間の調整、監査

運営管理

委員会

3 水産ｾﾝﾀｰ事業の運営・管理の総括、

収支決算、中央委員会・水産局への運営・収支報告

運営ユニット 3 21

　経理部 会計担当 2 経理・総務業務

　製氷部 冷凍技士

冷凍技士補

補佐

販売管理者

販売助手

1

1

1

1

1

発電・製氷・冷蔵設備等の技術的責任者

発電設備、製氷・冷蔵設備の運転・保守

発電設備、製氷・冷蔵設備の運転・保守

氷販売代金・冷蔵施設利用料の管理

氷の計量・販売作業

　冷蔵部 冷蔵管理者

補佐

1

2

鮮魚の保管管理（庫内積付け、出入庫管理）

魚箱及び保冷魚箱の運用・管理補佐、

氷運搬作業助手

　流通部 運行管理者

運転手

1

5

冷蔵車、保冷車、運搬車両の運行管理

冷蔵車（3）、保冷車（1）、氷運搬車（1）、

車両全般の整備計画、日常点検

　漁船運用部 主任技師

補佐

1

1

船外機修理指導、備品・消耗品の管理、

同上作業の補佐、船外機燃料の販売・料金徴収

　保全部 保安担当者

清掃

雑務

2

2

2

施設内の警備、車両の出入・駐車管理

施設建物、トイレ・シャワーの清掃

トイレ・シャワー利用料の徴収等

（２）運営方式

　運営方式は、過去に実施されてきたバカウ案件の運営方式、及びこれを規範として実施

されているタンジ案件の運営方式と基本的に同様の方式を採用する計画である。

　本プロジェクト施設、機材の運営、運用、維持管理（保守）の方式を表３－２４に示す。

表３－２４　本プロジェクト施設、機材の運営方式

項　目 利用者 運営方式

製氷施設 鮮魚 の行商 人、

仲卸 人、運 送業

者、 冷蔵車 、保

冷車

［運営］運営ユニット製氷部が運転管理、製氷販売。

［運用］利用者に 1kg 単位で直接販売を行う。

［保守］運営ユニット製氷部が日常保守、漁船運用部が修理等

　　　　を支援。

冷蔵施設 鮮魚 の仲卸 人、

運送 業者、 冷蔵

車、保冷車

［運営］運営ユニット製氷部が運転管理、冷蔵部が入出庫管理。

［運用］魚箱 1 箱を 1 単位として、1 回の出入毎に利用料を徴収

　　　　する。（1 回の保管は最長 36 時間まで）

［保守］運営ユニット製氷部が日常保守、漁船運用部が修理等

　　　　を支援。

荷捌場 鮮魚 の仲卸 人、

運送 業者、 冷蔵

車、保冷車

［運営］運営ユニット冷蔵部が利用管理。

［運用］氷購入者・冷蔵施設利用者を基本的対象者として無償

　　　　で利用させる。

［保守］運営ユニット保全部が清掃支援。
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冷蔵車・保冷車 鮮魚 の仲卸 人、

運送業者

［運営］運営ユニット流通部が運転手を雇用し運営。

［運用］1 回の配送を 1 単位として、配送毎に利用料を徴収する。

　　　　この他、利用者は燃料費、運転手の食費を負担する。

［保守］運営ユニット流通部が漁船運用部の支援を得て日常保

　　　　守・修理をするが、標準的でない部品消耗については

　　　　利用者に負担を課す。

魚箱 冷蔵施設、

冷蔵車、

保冷車の利用者

［運営］運営ユニット冷蔵部が利用管理。

［運用］魚箱 1 箱・ 1 日単位で利用料を徴収する。

［保守］運営ユニット魚箱部が老朽化管理し、標準的でない破

　　　　損消耗については利用者に負担を課す。

保冷魚箱 1)� 内 陸 部 鮮 魚

配送拠点の仲

卸人

2)� サン ヤ ン 、

カルトンの漁

業組合

3)� 運営 ユ ニ ッ

ト製氷部及び

流通部

［運営］運営ユニット冷蔵部が利用管理。

［運用］1)� 内陸部鮮魚配送拠点の仲卸人に対しては、魚箱

　　　　　� 1 箱・ 1 日単位で利用料を徴収する。

　　　　2)� サンヤン、カルトンの漁業組合、及び運営ユニット

　　　　　� 製氷部に対しては、無償で利用させる。

［保守］運営ユニット冷蔵部が老朽化管理し、標準的でない破

　　　　損消耗については利用者に負担を課す。

氷運搬車両 運営 ユニッ ト流

通部

［運営］運営ユニット流通部が運転手を雇用し運営し、冷蔵部

� � � � � � �の補佐が運搬作業を支援する。

［運用］サンヤン、カルトン水揚場へ 1 日 2 回定期的に所定量

� � � � � � �の氷を運搬し、漁業組合に対し販売する。氷の販売単

　　　　価は、グンジュールの価格の 5 割増しとする。

［保守］運営ユニット流通部が漁船運用部の支援を得て日常保

　　　　守・修理をする。

薫製小屋 グン ジュー ル水

揚場 常駐の 薫製

加工者

［運営］運営ユニット経理部が利用管理。

［運用］１釜 1 日単位で利用料を設定し、月単位で徴収する。

［保守］運営ユニット経理部が老朽化管理し、標準的でない破

　　　　損消耗については利用者に負担を課す。

塩干魚倉庫 グン ジュー ル水

揚場 常駐の 塩干

魚加 工者、 関連

輸送業者

［運営］運営ユニット経理部が利用管理。

［運用］１部屋 1 日単位で利用料を設定し、月単位で徴収する。

［保守］運営ユニット経理部が老朽化管理し、標準的でない破

　　　　損消耗については利用者に負担を課す。

漁具倉庫 グン ジュー ル水

揚場 で常態 的に

水揚 を行う 漁業

者

［運営］運営ユニット経理部が利用管理。

［運用］１部屋 1 日単位で利用料を設定し、月単位で徴収する。

［保守］運営ユニット経理部が老朽化管理し、標準的でない破

　　　　損消耗については利用者に負担を課す。

漁民トイレ・

シャワー

グン ジュー ル水

揚場 で常態 的に

漁業 活動を 行う

者

［運営］運営ユニット保全部が利用管理。

［運用］利用１回当たりの利用料を設定、保全担当者が料金

　　　　徴収。

［保守］運営ユニット保全部が清掃管理し、経理部が施設老朽

　　　　化管理。

ワークショップ グン ジュー ル水

揚場 で常態 的に

水揚 を行う 漁業

者、等

［運営］運営ユニット漁船運用部が利用管理。

［運用］修理工具・スペースの利用は、基本的に無償とする。

［保守］運営ユニット漁船運用部が老朽化管理し、標準的でな

　　　　い修理工具の破損、紛失については利用者に負担を課

　　　　す。
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船外機用燃油

タンク

グン ジュー ル水

揚場 で常態 的に

水揚 を行う 漁業

者

［運営］運営ユニット漁船運用部が利用管理、経理部が運営管

　　　　理。

［運用］漁船運用部主任技師の立会で給油、代金を経理部に支

　　　　払う。

［保守］運営ユニット漁船運用部が老朽化管理。

船外機用燃油

タンク、発電

設備、給水設備

運営ユニット ［運営・運用］運営ユニット製氷部が中心になり運転管理。

［保守］運営ユニット製氷部、漁船運用部が協力して日常保守、

　　　　修理。

FRP カ ヌ ー 漁

船・ 船外機 ・網

漁具

グン ジュー ル水

揚場 で常態 的に

水揚 を行う 漁業

者

［運営］水産局の指導に基づき、運営管理委員会が優良漁民を

選定し船頭 とする。船頭に操業 漁民グループ（乗り子 ）を形成さ

せ、上記委 員会がこのグループ を徴用し運用。運営ユ ニット漁船

運用部、経理部が運営管理。

［運用］経理部が、水揚金額から燃料費を差し引いた粗利益の 50%

を徴用漁民への報酬として分配し、40%を利用料として

徴収する。残る 10%は年度末まで修理保守充当金として

経理部で保管し、修理保守費用の残額は徴用漁民への報

酬として年度末に再分配する。尚、徴収した利用料は全

額、見返り資金積立充当のため独立経理科目として銀行

口座に積立てる。

［保守］運 営ユニット漁船運用 部が老朽化管理し、標 準的でない

破損消耗で、上記の修理保守充当金を越える費用につい

ては利用者に負担を課す。

 氷の販売価格                                   （単位：ダラシ）

グンジュール水揚場での販売 サンヤン、カルトン水揚場での販売

1.0�/�kg 1.25�/�kg

 各種利用料                                             （単位：ダラシ）

冷蔵施設 冷蔵車 保冷車 魚箱 保冷魚箱

10�/箱・回 1500�/配送回 200�/配送回 2�/箱・日 10�/箱・日

薫製小屋 塩干魚倉庫 漁具倉庫 トイレ シャワー

1.0�/釜・日 1.5�/部屋・日 1.5�/部屋・日 0.2�/回 0.5�/回
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３－５　プロジェクトの概算事業費

３－５－１　協力対象事業の概算事業費

本協力対象事業を日本国の無償資金協力により実施する場合に必要となる事業費総額は、

8.90 億円となり、先に述べた日本国とガンビア国との負担区分に基づく双方の経費負担

の内訳は、以下のとおりと見積もられる。

１）� 日本国側負担経費

　表３－２５　　日本側負担経費

事業費区分 合計

(1)�建築建設費

　� � ア．直接工事費

　� � イ．共通仮設費

　� � ウ．� 現場経費等

(2)�機材調達費

(3)�設計監理費

　　6.24 億円

（4.20 億円）

（0.83 億円）

（1.21 億円）

　　1.81 億円

　　0.78 億円

　　合　　計 　　8.83 億円

（２）ガンビア国側負担経費 838,000� ダラシ　（約 6.8 百万円）

１）建設予定地内の既存施設・障害物の撤去 D 685,000 (約 5.5 百万円)

２）事務所用家具類の調達 D 106,000 (約 0.9 百万円)

３）電話線の引き込み D 47,000 (約 0.4 百万円)

（３）積算条件

１）積算時点 平成 13 年 10 月

２）為替交換レート 1US$�=122.55 円

１D�=�8.02 円（D:ダラシ）

３）施工期間 1 期による実施とし、詳細設計、建設工事及び機材調達の

期間は、事業実施工程に示したとおり。

４）その他 本プロジェクトは日本国政府の無償資金協力の制度に従い、

実施されるものとする。
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３－５－２　運営・維持管理費

本プロジェクトは、初期運転資金として必要となる発電機燃料費、車両の登録費等が水

産局の零細漁業振興基金から拠出される予定であるが、その他の経費に関しては、独立採

算方式で運営される計画である。本プロジェクトにおけるグンジュール水産センターの運

営収支の試算を表３－２６に示す。

算出根拠としては下記資料及び 2001 年度 6 月時点の実勢価格を用いた。

　・人件費 ：バカウ水産センターの職員給与等を参考に水産局が算出した費用。

　・発電機燃料費：2001 年 6 月時点の実勢レート

・維持管理費 ：バカウ水産センターでの費用実績を参考とし、コンサルタントが必要

　と判断する費用を含めて試算

　・氷販売単価 ：2001 年 6 月時点でのバカウ・タンジ水産センターでの実勢価格

　・施設、機材使用料：バカウ・タンジ水産センターで採用されている料金に準拠した

表３－２６　グンジュール水産センター運営収支の試算　　　�（単位：D はダラシを示す）
収入／科目 内　訳 金額／年

氷の販売収入 ｸﾞﾝｼﾞｭｰﾙ水揚場：7,940kg／日×D1.0／kg×365 日＝2,898,100
ｻﾝﾔﾝ水揚場　　：　420kg／日×D1.25／kg×365 日＝191,625
ｶﾙﾄﾝ水揚場　　：　560kg／日×D1.25／kg×365 日＝255,500

3,345,225

冷蔵施設使用料 255 箱／日×365 日×0.8×D10.0＝744,600 744,600

冷蔵車使用料 2 往復／週×52 週／年×3 台×D1,500／1 往復＝468,000 468,000

保冷車使用料 2 往復／日×365 日×D200／1 往復＝146,000 146,000

魚箱使用料 ｛255 個×365 日×0.8＋414 個×6 日／週×52 週／年｝
　×D2.0／日＝407,256

407,256

保冷魚箱使用料 19 箱×365 日×D10.0／箱・日＝69,350 69,350

薫製釜使用料 24 釜×365 日×0.8×D1.0／日＝7,008 7,008

塩干倉庫使用料 8 部屋×365 日×0.8×D1.5／日＝3,504 3,504

漁具倉庫使用料 36 部屋×365 日×D1.5／日＝19,710 19,710

トイレ使用料 12 個×3 回／時間×10 時間／日×365 日×D0.2／回＝26,280 26,280

シャワー使用料 328 回・人／日×（3／4）×365 日×0.8×D0.5／回＝35,916 35,916

合　計 5,272,849

支出／科目 内訳 金額／年

人件費 職員給与（水産局派遣職員を除く）　表３－２７参照 151,800

発電機燃料費

発電設備保全費

燃料費：298 ﾘｯﾀｰ／日×2 台×365 日×D7.75／ﾘｯﾀｰ
潤滑油代：25 ﾘｯﾀｰ／×3 台×6 回／年×D22.0／ﾘｯﾀｰ
保守整備費：本体価格の10％／年＝D150,000／年

1,685,935
9,900

150,000

製氷施設、冷蔵施設
保全費

製氷施設保全費：本体価格の10％／年＝D525,000／年
冷蔵施設保全費：本体価格の10％／年＝D150,000／年

525,000
150,000

冷蔵車整備費 タイヤ：D�18,000×3 台、潤滑油：D�5,280×3 台、
保険：D�40,000×3 台、部品：D�37,500×3 台

302,340

氷運搬車両燃料費、
整備費

燃料費：14 ﾘｯﾀｰ／日×365 日×D9.75／ﾘｯﾀｰ＝D�49,800
タイヤ：D�8,000、潤滑油：D�2,100、保険：D�10,000、
部品：D�7,500

77,400

保冷車整備費 タイヤ：D�8,000、潤滑油：D�2,600、保険：D�15,000、
部品：D�7,500

33,100

交通･通信･消耗品費 D5,000／月×12 カ月 60,000

建物施設整備費 D15,000／月×12 カ月 180,000

予備経費（約10％） 332,048

合　計 3,657,523
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表３－２７　人件費の内訳　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ダラシ）

部・職名 人　数 月額単価 年　額

運営管理委員 3 500.00 18,000.00

経理部� 会計担当 2 700.00 16,800.00

製氷部� 冷凍技士 1 800.00 9,600.00

製氷部� 冷凍技士補 1 600.00 7,200.00

製氷部� 補佐 1 500.00 6,000.00

製氷部� 販売管理者 1 500.00 6,000.00

製氷部� 販売助手 1 450.00 5,400.00

冷蔵部� 冷蔵管理者 1 500.00 6,000.00

冷蔵部� 補佐 2 450.00 10,800.00

流通部� 運行管理者 1 450.00 5,400.00

流通部� 運転手 5 400.00 24,000.00

漁船運用部� 主任技師 1 500.00 6,000.00

漁船運用部� 補佐 1 450.00 5,400.00

保全部� 保安担当者 2 350.00 8,400.00

保全部� 清掃人 2 350.00 8,400.00

保全部� 雑務 2 350.00 8,400.00

27 151,800.00

　以上の運営の収支の試算によると、年間収入が 5,272,849 ダラシ、支出が 3,657,523

ダラシと試算され、年間 1,615,326 ダラシの収益が見込まれる。

　主要設備及び機材の更新の目安を表３－２８に示す。更新の目安は、製造業者推奨の定

期保全・経時保全を行うことを前提として、本プロジェクトで想定される運転条件を勘案

した場合のそれを示す。

　

表３－２８　主要設備・機材の更新の目安

設備／機材名 更新の目安 備考

発電設備： 7 年 法定耐用年数 7 年

（運転条件：約 6,000 時間／年・台）

製氷施設、冷蔵施設：躯体、容器類

　　　　　　　　　　圧縮機
10 年

7 年

法定耐用年数　躯体 　　  9 年

　　　　　　　冷凍機械類 13 年

給水設備：給水タンク 10 年 法定耐用年数 13 年

ポンプ・モーター類 5 年 法定耐用年数 7 年

冷蔵車、保冷車、氷運搬車： 4 年 法定耐用年数 4 年（冷蔵車 5 ﾄﾝ型）

法定耐用年数 3 年（特殊車両 2 ﾄﾝ以下）

（運転条件：年間走行距離約 7.2 万 km）

FRP カヌー型漁船： 約 7 年 法定耐用年数 7 年

（条件 ：対象は船体 のみ。但し、 摩耗・損

傷部は適宜補修を行う）

船外機： 約 3.5 年 法定耐用年数 4 年

網漁具： 約 3.5 年 法定耐用年数（3 年）

（条件：補修・修理を適宜行う）

備考：法定耐用年数は日本の減価償却資産の耐用年数表に基づく。
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３－６　協力対象事業実施に当たっての留意事項

　本プロジェクト施設建設予定地内には、ガンビア国側負担事業として撤去工事を行うべ

き既存施設がある。かかる施設の撤去工事が遅れる場合、事業実施期間に大きな制約が課

せられ、建設工期の不足等の問題も発生しかねない。従って、交換公文締結後の速やかな

撤去工事の実施が望まれる。
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第４章　プロジェクトの妥当性の検証

４－１　プロジェクトの効果

　本プロジェクトにおける協力対象事業の実施により、以下に示す効果が期待される。

現状と問題点 本計画での対策（協力対象事業） 計画の効果・改善程度

1.�流 通 用 氷 の 不 足 、 冷 蔵 ・ 荷

捌 施 設 の 不 足 に よ り 、 グ ン

ジ ュ ー ル 水 揚 場 か ら の 鮮 魚

流 通 品 の ポ ス ト ハ ー ベ ス ト

ロ ス 率 が 約 30%と な っ て お

り 、 水 揚 魚 の 有 効 利 用 が 果

たされていない。

・ 鮮 魚 流 通 品 の 鮮 度 維 持 強 化 に

必要な製氷施設（日産 10 ﾄﾝ）・

冷蔵施設（8.4 ﾄﾝ収容）、荷捌

場の建設、保冷車（1 台）、魚

箱、保冷魚箱の機材供与。

・ 鮮 魚 流 通 品 に 対 す る 施 氷

率 が 、 現 状 の ほ ぼ 0%か ら

50%に改善される。

・ グ ン ジ ュ ー ル 水 揚 場 か ら

の 鮮魚 流 通 品の ポ ス トハ ー

ベ ス ト ロ ス 率 が 約 15% に

低 減し 、 水 揚魚 の 有 効利 用

が図られる。

2.�流 通 用 氷 の 不 足 、 冷 蔵 ・ 荷

捌 施 設 の 不 足 に よ り 、 サ ン

ヤ ン 水 揚 場 、 カ ル ト ン 水 揚

場 か ら の 鮮 魚 流 通 品 の ポ ス

ト ハ ー ベ ス ト ロ ス 率 が 約

30%と な っ て お り 、 水 揚 魚

の 有 効 利 用 が 果 た さ れ て い

ない。

・ 鮮 魚 流 通 品 の 鮮 度 維 持 支 援 の

た め 、 グ ン ジ ュ ー ル 水 揚 場 か

ら 定 期 的 な 氷 の 供 給 を 実 施 す

る に 必 要 と な る 氷 運 搬 車 両

（1 台）、保冷魚箱の機材供与。

・ サ ン ヤ ン 水 揚 場 、 カ ル ト

ン 水揚 場 か らの 鮮 魚 流通 品

の ポス ト ハ ーベ ス ト ロス 率

が約 22.5%に低減し、水揚

魚の有効利用が図られる。

3.�グ ン ジ ュ ー ル 水 揚 場 か ら 内

陸 部 市 場 へ の 鮮 魚 流 通 品 の

輸 送 体 制 が 不 備 で あ り 、 適

切 な 鮮 魚 流 通 が 果 た さ れ て

いない。

・ 内 陸 部 へ の 適 切 な 鮮 魚 流 通 に

必要となる冷蔵車（3 台）、魚

箱、保冷魚箱の機材供与。

・ 本 プ ロ ジ ェ ク ト で 対 象 と

する 6 カ所の内陸部配送拠

点 に 対 す る 一日 平 均 約 2.6

ﾄﾝの 鮮 魚配 送 にお い て、 適

切 な鮮 度 維 持を 行 っ た輸 送

が図られる。

4.�グ ン ジ ュ ー ル 水 揚 場 に お け

る 薫 製 施 設 の 老 朽 化 、 塩 干

魚 倉 庫 の 不 足 に よ り 、 水 揚

魚 の 加 工 利 用 体 制 の 改 善 が

行えない。

・ 水 揚 魚 の 加 工 利 用 の 改 善 に 必

要となる薫製小屋（1 棟）、塩

干魚倉庫（1 棟）の建設。

・ 一 日 平 均 147 人 の 薫 製 魚

加 工者 に よ る生 産 活 動の 改

善が図られる。

　一 日 平 均 213 人 の 塩 干 魚

加 工者 に よ り生 産 さ れた 製

品 の 適 切 な 保 管 が 図 ら れ

る。

5.�グ ン ジ ュ ー ル 水 揚 場 に お け

る 漁 民 ト イ レ の 老 朽 化 、 運

営 管 理 施 設 の 不 足 に よ り 、

零 細 漁 業 活 動 の 適 切 な 支 援

が行えない。

・ 適 切 な 零 細 漁 業 活 動 を 支 援 す

る に 必 要 と な る 漁 民 ト イ レ ・

シャワー（1 棟）、運営管理施

設の建設。

・ グ ン ジ ュ ー ル 水 揚 場 で 活

動する漁業関係者 1,810 人

（漁業従事者 1,360 人、加

工 生 産 者 360 人 、 流 通 関

係者 90 人） の零細漁業活

動の円滑化が図られる。

6.�カ ヌ ー 漁 船 操 業 を 支 え る 漁

具 倉 庫 の 不 足 、 漁 業 機 材 の

老 朽 化 に よ り 、 グ ン ジ ュ ー

ル 水 揚 場 に お け る カ ヌ ー 漁

船 操 業 体 制 の 整 備 が 行 え な

い。

・ カ ヌ ー 漁 船 操 業 体 制 を 整 備 す

る に 必 要 と な る 漁 具 倉 庫 （ 2

棟）、ワークショップ（1 棟）

の 建 設 、 FRP カ ヌ ー 漁 船 ・ 船

外 機 ・ 網 漁 具 （12 式 ） の 機 材

供与。

・ 老 朽 化 に よ り 更 新 が 必 要

な 漁業 機 材 の供 給 が 可能 と

な り、 ま た 、カ ヌ ー 漁船 操

業 機材 の 適 切な 保 管 ・維 持

管 理が 可 能 とな り 、 カヌ ー

漁 船操 業 体 制の 整 備 が図 ら

れる。
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　また 、上 記に 示した 本プ ロジ ェクト にお ける 現状 と問題 点の 改善 を通じ 、下 記に 示す

効果も期待される。

１） グン ジュー ル水 揚場、 サン ヤン水 揚場 、カル トン水 揚場 の漁業 関係 者の家 族、 それ

ぞれ約 7 千人、約 7 百人、約 4 百人の生計が安定する。

２）6 カ所の内陸部配送拠点での販売対象者約 8.6 万人に対して適切な鮮度の鮮魚供給が

行える。

３） グン ジュー ル水 揚場、 サン ヤン水 揚場 、カル トン水 揚場 の水揚 魚の 首都圏 市場 消費

者約 25 万人に対して適切な鮮度の鮮魚供給が行える。

４） 水揚 魚の有 効利 用量が 増大 するこ とに より、 国民へ の動 物性蛋 白質 供給量 が増 大す

る。

尚、本プロジェクトにかかる成果指標としては、鮮魚流通品に対する施氷率と水揚場か

らの 鮮魚 流通品 のポ ストハ ーベ ストロ ス率 が適切 である と考 えられ るが 、これ ら指 標の

効果測定は下記の方法によることが適切であると考える。

１）施氷率

　グン ジュ ール 水揚場 で氷 を販 売する 際に 、施 氷対 象の魚 の重 量と 販売し た氷 の重 量を

計測 し、 施氷率 の改 善の状 況を 継続的 に把 握する ことが 適切 と考え られ る。グ ンジ ュー

ル水産センター運営組織体が、毎月一回を目途に計測日を定め、一日当たり 5 サンプル

程度の計測を実施することが望まれる。

２）ポストハーベストロス率

　ポス トハ ーベ ストロ ス率 を統 計数量 的に 測定 する ことは 容易 でな いため 、水 揚場 より

施氷して輸送された鮮魚流通品を取り扱う流通関係者（行商人、仲卸人、市場内小売人）

に対 して 、施氷 して いない 現状 と比較 した ポスト ハーベ スト ロス率 の低 減の状 況を 事情

聴取する方法が適切と考えられる。水産局及びグンジュール水産センター運営組織体が、

半年毎を目途に継続的に事情聴取を実施することが望まれる。

４ー２　課題・提言

１） 本プ ロジェ クト におい て整 備され る施 設・機 材を円 滑に 運営・ 維持 管理す るた めに

は、運営要員を現状の 13 名から 27 名に増員し、製氷・冷蔵設備を運用する技術者を

配置することが肝要である。このため、運営・維持管理の主体であるグンジュール水

産センター運営組織体の増員、水産局からの製氷・冷蔵設備の運用にかかる主任技術

者等の派遣が計画されている。水産局には、過去の類似案件での運営指導経験を活か

し、グンジュール水産センター運営組織体が行う運営要員の選定・確保、運営計画立
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案、運営管理等について、適切な助言・指導を行っていくことが望まれる。

２） 本プ ロジェ クト におい て運 営され る施 設・機 材には 、定 期的な 保守 を行う とい う観

点から、製氷・冷蔵設備、発電設備、車両、FRP カヌー漁船、船外機等の国外から調

達するスペアパーツが含まれている。これら設備・機材を継続的に円滑に運用するた

めには、適切な保守計画を立案し、運用収益から必要経費を事前に確保し、的確な維

持管理を行うことが肝要である。水産局には、過去の類似案件での経験を活かし、グ

ンジュール水産センター運営組織体が行う維持管理に対し適切な助言・指導を行って

いくことが望まれる。

３）FRP カヌー漁船、船外機、網漁具は、見返り資金積立対象機材となっており、該当

機材が老朽化した際には積立資金を利用した機材更新が行われる計画である。しかし

ながら、円滑な見返り資金積立が実施されない場合、該当機材の更新が滞り、カヌー

漁船操業体制の整備が果たせない可能性も生じる。このため、関連機材の運営収益で

見返り資金積立が充足しない場合は、ガンビア政府は積立資金の補填を行う計画とな

っている。水産局には、見返り資金積立状況を的確に把握し、ガンビア政府による積

立資金の補填の実施を促進していくことが望まれる。

４） プロ ジェク トの 持続的 な発 展を期 する ために は、水 産局 はプロ ジェ クト実 施に よる

効果を的確に把握することが肝要である。そのため、本プロジェクトにかかる成果指

標の測定に関してグンジュール水産センター運営組織体の活動に対して助言・指導を

行うとともに、積極的に効果測定に参画することが望まれる。

４ー３　プロジェクトの妥当性

　下記 に示 す諸 点によ り、 我が 国の無 償資 金協 力に より協 力対 象事 業を実 施す るこ とが

妥当であると判断される。

１） 本プ ロジェ クト の主た る裨 益対象 は、 比較的 貧困な 階層 に属す るグ ンジュ ール 水揚

場、サンヤン水揚場、カルトン水揚場の漁業関係者である。それぞれの裨益者数は 1,810

人、184 人、113 人であり、それらの家族を含めると約 1 万人となる。

２） 同国 の国家 開発 計画に おい ては、 国民 への食 糧供給 改善 のため の水 産物有 効利 用が

重要な開発指針に掲げられ、その関連で、漁港・製氷・冷蔵施設等の水産インフラの

整備、水産物供給システムと流通ネットワークの整備、水産施設・漁業機材の維持管

理体制の強化等が水産分野開発目標とされ、特に水揚魚の鮮魚流通品のポストハーベ

ストロスの改善が重要課題とされている。これに対し、本プロジェクトの実施により、

南コンボ地区の海面零細漁業の中心地であるグンジュール水揚場、或いは、サンヤン
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水揚場、カルトン水揚場からの鮮魚流通品のポストハーベストロスの低減が図られる。

また、グンジュール水揚場から内陸部市場への適切な鮮度の鮮魚供給、薫製魚・塩干

魚の加工利用体制の改善、カヌー漁船操業体制の整備も図られ、水揚から消費に至る

水産物供給システムと流通ネットワークの整備に寄与する。

３） 本プ ロジェ クト 関連施 設・ 機材の 運営 ・維持 管理は 、原 則とし てガ ンビア 国の 独自

の資金と人材・技術で行うことができ、過度に高度な技術は必要とされない。

４） 本プ ロジェ クト 運営の 収益 性は、 その 収益に より関 連施 設・機 材の 運営・ 維持 管理

を円滑に行うことが期待できる程度のものである。

５）本プロジェクトの実施による環境面での負の影響は特にない。

６） 本プ ロジェ クト は、我 が国 の無償 資金 協力の 制度に より 特段の 困難 なく実 施可 能で

ある。

４ー４　結論

　本プ ロジ ェク トは、 前述 のよ うに多 大な 効果 が期 待され ると 同時 に、本 プロ ジェ クト

が広く国民への食糧供給改善のための水産物の有効利用に寄与するものであることから、

協力 対象 事業の 一部 に対し て、 我が国 の無 償資金 協力を 実施 するこ との 妥当性 が確 認さ

れる 。さ らに、 本プ ロジェ クト の運営 ・維 持管理 につい ても 、相手 国側 体制は 人員 ・資

金ともに十分で問題ないと考えられる。
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資料１．　調査団員・氏名

（１）基本設計調査時

氏　名 担　当 所　属

藤田　雅史 総括 国際協力事業団　無償資金協力部

業務第四課　課長

中尾　直 技術参与 水産庁　資源管理部　国際課　海外漁業協力室

田中　宏幸 計画管理 国際協力事業団　調達部　契約第三課

島田　宗宏 業務主任／水産振興計画 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

石井　利雄 施設計画／自然条件調査 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

糸井　信男 設備・機材計画 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

菊池　信明 施工計画／積算 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

（２）基本設計概要書説明時

氏　名 担　当 所　属

志村　茂 総括 国際協力事業団　国際協力総合研究所　専門員

原　　貴昭 技術参与 水産庁　資源管理部　国際課　海外漁業協力室

室岡　直道 計画管理 国際協力事業団　無償資金協力部　業務第四課

島田　宗宏 業務主任／水産振興計画 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

石井　利雄 施設計画／自然条件調査 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社
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資料２．調査行程

（１）基本設計調査時

調査内容
日数 月日 曜日

官団員 コンサルタント

1 5/16 水 東京→パリ

2 5/17 木 パリ→ダカール

3 5/18 金 日本大使館表敬、JICA 事務所表敬、ダカール→バンジュール

4 5/19 土 総括（ﾛﾝﾄﾞﾝ→ﾌﾞﾘｭｯｾﾙ→ﾊﾞﾝｼﾞｭｰﾙ） サイト状況調査

5 5/20 日 漁業活動実態調査、関連施設・関連水揚場視察

（ﾊﾞｶｳ、ﾀﾝｼﾞ､ｻﾝﾔﾝ、ｸﾞﾝｼﾞｭｰﾙの各水揚場､ﾌﾞﾘｶﾏ市場、ｾﾚｸﾝﾀﾞ市場、）

6 5/21 月 水産局協議（計画の背景、要請内容の確認、I/R 説明等）

7 5/22 火 水産局協議（計画内容等） [A]� 同左 [B]現地再委託打合

8 5/23 水 水産局協議（運営体制等）、

水産天然資源環境省・外務省表敬

[A]�同左 [B]建設事情調査

9 5/24 木 水産局協議、討議議事録署名 [A]� 同左 [B]建設事情調査

10 5/25 金 タンジ水産センター引渡式典列席 [A]� 同左 [B]現地再委託立会

11 5/26 土 サイト補足調査、団内会議 [A]� 同左 [B]自然条件調査資料収集

12 5/27 日 バンジュール→ダカール バカウ施設・インフラ状況調査、資料整理

13 5/28 月 日本大使館報告、JICA 事務所報告

ダカール→パリ（機中泊）

水産局協議（維持管理体制）

水資源局協議（井戸試掘調査）

14 5/29 火 　　パリ→（翌日成田着） バカウ・タンジ漁業活動の調査

施氷率ベースライン調査

15 5/30 水 魚価ベースライン調査、建設事情・第三国調達機材等積算資料の収集

16 5/31 木 水産局協議（運営事業計画等）、井戸試掘作業確認

17 6/1 金 水産流通状況・魚価調査（内陸部：ｼﾊﾞﾉｰﾙ、ｿﾏ、ﾔﾘﾃﾝﾀﾞ、ｼﾞｮｰｼﾞﾀｳﾝ等）

18 6/2 土 現地再委託業務進捗確認

19 6/3 日 鮮度指標ベースライン調査

20 6/4 月 水産局協議（規模の確認、先方負担事項、見返り資金積立計画等）

21 6/5 火 （国民の祭日）：団内会議、資料整理

22 6/6 水 サイト最終調査（ｻﾝﾔﾝ、ｸﾞﾝｼﾞｭｰﾙ、ｶﾙﾄﾝ）、現地再委託業務最終確認

23 6/7 木 （島田、石井）水産局総括協議、

バンジュール→ダカール

（糸井、菊地）

水産局総括協議

24 6/8 金 日本大使館報告、JICA 事務所報告 サイト補足調査

25 6/9 土 建築事情調査（輸入資材等）

ダカール→パリ(機中泊）

補足資料収集

26 6/10 日 パリ→(機中泊） バンジュール→ブリュッセル

27 6/11 月 →成田 ブリュッセル→パリ→(機中泊)

28 6/12 火 　　　 →成田

[A]ｸﾞﾙｰﾌﾟ：島田（業務主任）、石井（施設計画）、糸井（機材計画）、[B]ｸﾞﾙｰﾌﾟ：菊地（施工計画）
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（２）基本設計概要書説明時

調査内容
日数 月日 曜日

官団員 コンサルタント

1 8/8 水 東京→パリ

2 8/9 木 カーボヴェルデ→ダカール（総括） パリ→ブリュッセル→バンジュール

3 8/10 金 日本大使館表敬（総括）、JICA 事務所表敬 サイト状況調査

4 8/11 土 ダカール→バンジュール（総括）

東京→ブリュッセル（技術参与、計画管理）

サイト状況調査

5 8/12 日 サイト状況調査（総括、ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）、ブリュッセル→バンジュール（技術参与、計画管理）

6 8/13 月 水産局協議（概要書説明・内容確認、運営体制等）

7 8/14 火 サイト状況調査

8 8/15 水 水産局協議（先方負担事項等）

9 8/16 木 水産天然資源環境省表敬、討議議事録署名、バンジュール→ダカール

10 8/17 金 日本大使館報告、JICA 事務所報告、ダカール→パリ（機中泊）

11 8/18 土 パリ→（機中泊）

12 8/19 日 →成田
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資料３．関係者リスト

１．外務省

Ms.�Fatou�Jaye�Jallow 次官

２．水産天然資源環境省

　１）官房

Ms.�Susan�Waffa�Ogoo 大臣

Mr.�Omar�Sallah 次官

　２）水産局

Mr.�Ousman�K.�L.�Drammeh 水産局長

Mr.�Peter�J.�Ndow 水産職員（プロジェクト）

Mr.�Asbeer�Mendy 水産職員（統計）

Mr.�Ousman�Jobe 水産職員（普及）

Mr.�Momodou�J.�Suwareh 水産職員（普及）

Mr.�Ebou�M.�Mbye 水産職員補（JICA 専門家カウンターパート）

Mr.�Saikou�Sallal バカウ運営委員会出向

船橋　信践 JICA 専門家（水産センター運営指導）

　３）水資源局

Mr.�Buba�P.�Jallow 局長

Mr.�Baboucarr�Njie 主席技術職員

　４）環境局

Mr.�Momodou�B.�Sarr 副局長

Mr.�Bob�Badjan 職員

３．運営機関関係者

　１）グンジュール水産センター運営委員会

Mr.�Nfansu�Daabo 議長

Mr.�Kebba�Jannch 理事

Mr.�Jerrech�Touray 書記

Ms.�Sebo�Touray 女性委員代表

　２）グンジュール村開発委員会

Mr.�Alh.�Sabaki�Touray 首長

Mr.�Lamin�Darboe 議長
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４．ガンビア中央銀行

Mr.�Momodou�Bamba�Saho 副部長

５．在セネガル日本国大使館

鈴木　敦 二等書記官

中山　邦夫 二等書記官

６．国際協力事業団セネガル事務所

黒川　恒男 所長

天野　真由美 次長

小森　正勝 職員

　









































資料６.　事業事前評価表

事業事前評価表

1.　協力対象事業名

ガンビア共和国　南コンボ地区水産振興計画

2.　我が国が援助することの必要性・妥当性

(1)ガンビアは、国家経済が落花生等の農業に依存しているが一次産品国際価格の低迷のため経

済発展の阻害要因となっていること、1985 年以降構造調整等の経済改革を円滑に行ってきたこ

と、1994 年のクーデターにより一時的に滞った経済改革は 1998 年の世銀・ IMF の構造調整支

援再開により再度進展していること、2001 年末に大統領選挙が行われる等近年民主化が進展し

ていること、我が国よりの輸出額が約 6 億円であるのに対し魚介類等を中心に輸入額が約 24 億

円である（1999 年）等の友好関係があること、一人当たり GNP が 340 ドル（1998 年）と低く

援助需要が大きいこと等を踏まえて援助を実施している。

(2)国家開発計画「Vision�2020」において、水産セクターは国民への動物性蛋白質供給源、雇用

の創出源、外貨の獲得源として有望なセクターとして位置付けられ、国家開発計画を受けた水産

分野戦略計画では国民への食糧供給改善のための水産物有効利用が重要な開発指針に掲げられて

いる。同開発指針を受け、漁港・製氷・冷蔵施設等の水産インフラの整備、水産物供給システム

と流通ネットワークの整備、水産施設・漁業機材の維持管理体制の強化等が水産分野開発目標と

されている。特に水揚魚の鮮魚流通品のポストハーベストロス（流通段階での鮮度低下による鮮

魚の破棄）の改善が重要課題とされている。一方、海面零細漁業における最大の水揚地であるグ

ンジュール水揚場を中心とした南コンボ地区では関連施設・機材が未整備の状況にあり、ポスト

ハーベストロス率が約 30%に至っており（市場までの鮮魚輸送中のロスが約 15～20%、市場で

の販売中のロスが約 10～15%）、また、水揚場での薫製魚・塩干魚の加工生産・物流施設の不

足・老朽化、漁業活動支援施設の不足、カヌー漁船操業機材の不足等の課題も生じており、水揚

魚の有効利用が果たされていない状況にある。

(3)当該国の社会・経済事情については資料４の「ガンビア国の社会経済状況」参照

3.　協力対象事業の目的（プロジェクト目標）

南コンボ地区の海面零細漁業の中心地であるグンジュール水揚場において流通・加工・漁業関

連施設・機材の整備を行うことによって、グンジュール水揚場からの鮮魚流通品のポストハーベ

ストロスを約 30%から約 15%に低減し（既に製氷・冷蔵施設が整備されたバカウ水揚場で実現

したロス率改善の水準まで低減）、薫製魚・塩干魚の加工利用体制の改善、カヌー漁船操業体制

の整備を図る。併せて、グンジュール水揚場から南コンボ地区のサンヤン水揚場、カルトン水揚

場への流通用氷の供給を支援し、これら水揚場からの鮮魚流通品のポストハーベストロスを約

30%から約 22.5%に低減する（氷の供給のみで、冷蔵施設等の整備が行われないので、改善の水

準はこの程度に留まる）。



4.　協力対象事業の内容

(1)対象地域

　南コンボ地区、グンジュール水揚場、サンヤン水揚場、カルトン水揚場

(2)アウトプット

　グンジュール水揚場において、漁業・加工・流通従事者の行う漁業活動を支援する水産センタ

ー施設及び関連機材が整備される。

(3)インプット

グンジュール水揚場における

1)�製氷・貯氷施設、冷蔵施設、荷捌場、冷蔵車、保冷車、氷運搬車両、魚箱、保冷魚箱等の

鮮魚流通支援施設・機材の整備

2)�薫製小屋・塩干魚倉庫等の加工支援施設の整備

3)�漁具倉庫・漁民トイレ・シャワー等の零細漁業活動支援施設の整備

4)�事務所・会議室兼指導訓練室等の運営管理施設の整備

5)�発電設備・給水設備・燃料タンク等の付帯設備の整備

6)�FRP カヌー漁船、船外機、網漁具等のカヌー漁船操業維持支援機材の整備

7)�ワークショップ、修理工具の整備による漁業・流通機材維持管理体制の強化

サンヤン水揚場、カルトン水揚場における保冷魚箱の設置による、鮮魚流通用氷供給体制の強化

(4)総事業費

　　日本側 8.83 億円、ガンビア側 6.7 百万円

(5)スケジュール

　　詳細設計期間を含め 15 ヶ月の工期を予定

(6)実施体制

　　ガンビア共和国　水産天然資源環境省水産局（実施機関）

　　　　　　　　　　グンジュール水産センター運営組織体（運営機関）



5.　プロジェクトの成果

(1)プロジェクトにて裨益を受ける対象の範囲及び規模

　グンジュール水揚場・サンヤン水揚場・カルトン水揚場及びその周辺地域、鮮魚内陸部配送対

象地域

　1)� 直接受益者

グンジュール漁業関係者 1,810 人（漁業従事者 1,360 人、加工生産者 360 人、流通関係者 90

人）及びその家族約 7 千人、

サンヤン漁業関係者 184 人（漁業従事者 168 人、流通関係者 16 人）及びその家族約 7 百人、

カルトン漁業関係者 113 人（漁業従事者 106 人、流通関係者 7 人）及びその家族約 4 百人

　2)� 間接受益者

鮮魚内陸部配送対象者約 8.6 万人、グンジュール水揚場・サンヤン水揚場・カルトン水揚場

の水揚魚の首都圏市場消費者約 25 万人

(2)事業の目的（プロジェクトの目標）を示す指標

1）製氷・貯氷施設等の整備により、グンジュール水揚場において現状ほぼ 0%である鮮魚流通

品に対する施氷率（魚の重量に対して使用される氷の重量）が 50%にまで改善される。

2000 年（実施前） 2003 年（実施後）

ほぼ 0% 50%

2）施氷率の改善、冷蔵施設、荷捌場、冷蔵車等の整備により、グンジュール水揚場からの鮮魚

流通品のポストハーベストロス率が低減し、現状のロス率約 30%が約 15%に改善される。

2000 年（実施前） 2003 年（実施後）

全体水揚量（ﾄﾝ/年） 9,507

鮮魚流通量（ﾄﾝ/年） 5,793

ポストハーベストロス推定率（％） 30 15

ポストハーベストロス推定量（ﾄﾝ/年） 1,738 869



3）グンジュール水揚場から定期的に氷が配送され施氷率が改善し、サンヤン水揚場、カルトン

水揚場からの鮮魚流通品のポストハーベストロスが低減し、現状のロス率約 30%が約 22.5%に

改善される。

　サンヤン水揚場

2000 年（実施前） 2003 年（実施後）

全体水揚量（ﾄﾝ/年） 1,683

鮮魚流通量（ﾄﾝ/年） 1,031

ポストハーベストロス推定率（％） 30 22.5

ポストハーベストロス推定量（ﾄﾝ/年） 309 232

　カルトン水揚場

2000 年（実施前） 2003 年（実施後）

全体水揚量（ﾄﾝ/年） 634

鮮魚流通量（ﾄﾝ/年） 412

ポストハーベストロス推定率（％） 30 22.5

ポストハーベストロス推定量（ﾄﾝ/年） 124 93

(3)その他の成果指標

　　なし

6.　外部要因リスク

(1)グンジュール水産センター運営組織体の運営要員の確保

　グンジュール水揚場で整備される施設・機材の運用・維持管理に従事する運営要員を、施設増

設に伴い充実させる必要がある。

現状要員数 望ましい増員数

13 人 14 人

(2)カヌー漁船操業体制の整備を支援する FRP カヌー漁船、船外機、網漁具は、見返り資金積立

対象機材となっており、積立資金を利用した機材更新が行われる計画であるが、円滑な見返り資

金積立が実施されない場合、該当機材の更新が滞り、カヌー漁船操業体制の整備が果たせない可

能性も生じる。また、該当機材は輸入機材であるため、現地通貨の外貨交換率が著しく低下した

場合には、該当機材の更新に影響が生じる可能性もある。

(3)天候等の影響により水揚量が減少し、鮮魚流通量や加工生産量に影響を与える可能性もある。

7.　今後の評価計画

(1)事後評価に用いる成果指標

　　対象地域における鮮魚流通品の施氷率（％）及びポストハーベストロス率（％）

(2)評価のタイミング

　　施設供用開始後、1 年後（2004 年）以降に全体の事後評価
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